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は
じ
め
に

　

山
形
・
宝
積
院
十
一
面
観
音
菩
薩
立
像
（
図
１
～
４
）（
以
下
、
本
像
）
は
、

山
形
市
鮨
洗
地
区
に
所
在
す
る
真
言
宗
寺
院
、
宝
積
院
の
観
音
堂
厨
子
内
に
秘

仏
と
し
て
安
置
さ
れ
る
。
昭
和
四
十
五
年
（
一
九
七
〇
）、
国
の
重
要
文
化
財

に
指
定
さ
れ
た
。
像
高
は
五
一
・
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル（
１
）、
カ
ヤ
材（
２
）
の
一

木
造
で
、
代
用
材
に
よ
る
檀
像
と
考
え
ら
れ
る
。

本
像
は
小
像
な
が
ら
も
精
緻
な
彫
り
を
示
し
、
自
然
な
肉
付
け
が
施
さ
れ
た

面
貌
や
身
体
だ
け
で
な
く
、
膝
前
で
Ｗ
字
に
絡
む
天
衣
の
細
や
か
な
表
現
等
、

細
部
に
至
る
ま
で
造
形
に
破
綻
は
な
い
。
京
都
・
宝
菩
提
院
願
徳
寺
菩
薩
半
跏

像
（
以
下
、
宝
菩
提
院
像
）
や
奈
良
・
秋
篠
寺
十
一
面
観
音
菩
薩
立
像
と
同
様

に
、
背
面
で
天
衣
と
条
帛
が
Ｘ
字
に
交
差
す
る
巧
み
な
着
衣
表
現
が
見
ら
れ
る

こ
と
か
ら
も
、
仏
師
の
技
術
の
高
さ
を
伺
う
こ
と
が
で
き
る
。
優
れ
た
作
風
を

持
つ
本
像
が
な
ぜ
山
形
の
地
に
伝
来
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
よ
く
分
か
っ
て
い

な
い
の
が
実
状
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
大
型
の
頂
上
面
が
両
肩
を
表
す
形
態
に
つ
い
て
は
、
円
仁
請
来
の

図
像
と
関
連
す
る
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
、
本
像
の
制
作
時
期
や
歴
史
的
背

景
を
考
え
る
上
で
重
要
な
要
素
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
平
成
二
十
五
年

（
二
〇
一
三
）
に
東
北
芸
術
工
科
大
学
文
化
財
保
存
修
復
研
究
セ
ン
タ
ー
（
以
下
、

東
北
芸
工
大
文
化
財
セ
ン
タ
ー
）
に
よ
っ
て
Ｘ
線
調
査
が
行
わ
れ
、
両
肩
が
別

材
製
で
後
補
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
こ
の
こ
と
は
現
状
の
姿
が
必
ず
し
も

当
初
か
ら
の
も
の
と
は
言
え
な
く
な
る
こ
と
を
示
し
、
本
像
の
制
作
背
景
に
つ

い
て
考
え
て
い
く
上
で
看
過
で
き
な
い
問
題
を
提
起
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

本
稿
で
は
ま
ず
先
行
研
究
を
紹
介
し
、
問
題
点
を
整
理
す
る
。
次
に
、
Ｘ
線

調
査
の
結
果
を
含
め
、
頂
上
面
に
つ
い
て
の
問
題
に
触
れ
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え

て
制
作
年
代
の
再
検
討
を
行
い
、
本
像
が
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
背
景
に
よ
り
成

立
し
た
か
を
考
察
し
た
い
。

一
．　

先
行
研
究
の
整
理
と
問
題
の
所
在

本
像
の
制
作
時
期
に
つ
い
て
は
、
戦
後
ま
も
な
く
ま
で
室
町
時
代
と
考
え
ら

れ
て
き
た（
３
）。
そ
の
伝
来
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
も
多
い
が
、
一
定
の
見
解

山
形
・
宝
積
院
十
一
面
観
音
菩
薩
立
像
再
考

村
上
幸
奈　
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を
示
し
た
の
が
川
崎
浩
良
氏
で
あ
る
。
同
氏
は
、
本
像
が
現
在
の
宝
積
院
に
至

る
以
前
の
伝
来
に
つ
い
て
、
平
安
時
代
の
定
額
寺
と
し
て
知
ら
れ
る
瑜
伽
寺
と
、

そ
の
後
継
寺
院
で
あ
る
宝
幢
寺
へ
と
辿
る
こ
と
が
で
き
る
可
能
性
を
示
し
た（
４
）。

こ
の
見
解
は
武
田
好
吉
氏
に
継
承
さ
れ
、
さ
ら
に
考
察
が
重
ね
ら
れ
て
い
る（
５
）

が
、
詳
細
に
つ
い
て
は
後
述
し
た
い
。

川
崎
氏
、
武
田
氏
と
同
時
期
に
研
究
を
行
っ
た
久
野
健
氏
は
、
本
像
の
精
緻

な
手
法
に
注
目
し
、
十
世
紀
を
降
ら
ぬ
頃
の
遺
品
と
し
て
位
置
づ
け
た
。
中
央

で
制
作
さ
れ
、
後
世
当
地
に
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
と
推
定
し
、
伝
来
の
経
緯
に

関
し
て
は
両
氏
の
見
解
を
度
々
引
用
し
て
い
る
（
６
）。

こ
う
し
た
先
行
研
究
を
経
て
、
本
像
は
昭
和
四
十
五
年
（
一
九
七
〇
）
に
国

の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
。
同
年
、
倉
田
文
作
氏
は
、
本
像
が
「
い
わ
ゆ

る
檀
像
風
」
で
あ
る
こ
と
、
背
面
で
Ｘ
字
に
交
差
す
る
天
衣
と
条
帛
の
形
態
が

宝
菩
提
院
像
と
類
似
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
（
７
）。
こ
れ
に
よ
り
、
本
像
に
見

ら
れ
る
技
巧
的
な
作
風
が
中
央
に
お
い
て
制
作
さ
れ
た
も
の
と
同
質
で
あ
る
こ

と
が
広
く
認
識
さ
れ
た
。
さ
ら
に
同
氏
は
、
頂
上
面
の
両
肩
以
下
に
補
修
が
見

ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
お
り
、
注
目
さ
れ
る
。

　

そ
の
後
、
本
像
の
制
作
年
代
に
つ
い
て
は
九
世
紀
末
か
ら
十
世
紀
初
頭
頃
ま

で
と
あ
る
程
度
の
幅
を
も
っ
て
考
え
ら
れ
て
き
た（
８
）。
し
か
し
、
昭
和
六
十

二
年
（
一
九
八
七
）
に
長
岡
龍
作
氏
に
よ
っ
て
、
本
像
の
上
半
身
を
表
す
頂
上

面
の
形
態
と
、『
行
林
抄
』『
阿
娑
縛
抄
』
に
記
録
さ
れ
る
比
叡
山
前
唐
院
像
と

の
共
通
性
か
ら
、
本
像
が
円
仁
帰
朝
後
の
九
世
紀
後
半
に
制
作
さ
れ
た
可
能
性

が
提
示
さ
れ
た（
９
）。
こ
の
説
は
本
像
の
制
作
背
景
を
考
え
る
上
で
重
要
視
さ

れ
て
い
っ
た
と
言
え
る（
10
）。

　

こ
の
見
解
に
対
し
、
岩
佐
光
晴
氏
、
金
子
啓
明
氏
は
、
本
像
と
前
唐
院
像
と

の
相
違
点
に
つ
い
て
言
及
し
、
本
像
が
円
仁
帰
朝
以
前
に
制
作
さ
れ
た
可
能
性

を
提
示
し
た（
11
）。
な
お
、
長
岡
氏
は
別
稿
で
、
頂
上
面
が
上
半
身
を
と
も
な

う
図
像
の
移
入
経
路
に
つ
い
て
、
円
仁
請
来
に
限
定
し
た
前
稿
の
捉
え
方
は
修

正
が
必
要
と
し
て
い
る（
12
）。

　

以
上
の
よ
う
に
、
本
像
が
代
用
材
に
よ
る
檀
像
と
し
て
中
央
で
制
作
さ
れ
、

い
ず
れ
か
の
時
期
に
当
地
に
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
先
学
の
間
で

意
見
に
相
違
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
制
作
年
代
に
つ
い
て
は
、
頂
上
面
の
形
態

に
つ
い
て
の
議
論
が
主
流
と
な
っ
て
お
り
、
本
像
の
頂
上
面
が
円
仁
請
来
の
図

像
を
根
拠
と
す
る
造
形
で
あ
る
か
否
か
が
大
き
な
論
点
と
言
え
る
。
次
に
そ
の

点
に
関
し
て
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。

二
．
Ｘ
線
調
査
と
頂
上
面
の
形
態
に
関
す
る
考
察

（
一
）
調
査
概
要

平
成
二
十
五
年
（
二
〇
一
三
）、
東
北
芸
工
大
文
化
財
セ
ン
タ
ー
に
よ
っ
て

本
像
の
調
査
が
行
わ
れ
た
。
調
査
概
要
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

【
目
的
】　

宝
積
院
木
造
十
一
面
観
音
菩
薩
立
像
透
過
Ｘ
線
調
査

【
主
催
】　

東
北
芸
術
工
科
大
学
文
化
財
保
存
修
復
研
究
セ
ン
タ
ー

【
場
所
】　

宝
積
院
観
音
堂

【
日
時
】　

平
成
二
十
五
年
（
二
〇
一
三
）
十
二
月
六
日

【
Ｘ
線
透
過
撮
影
条
件
】　

60
㎸　

1.7
㎃　

暴
露
時
間
三
分　

距
離
2400
㎝

【
調
査
者
（
敬
称
略
、
所
属
・
役
職
は
調
査
時
）】　

長
坂
一
郎
（
東
北
芸
工
大
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文
化
財
セ
ン
タ
ー
長
・
教
授　

美
術
史
・
文
化
財
保
存
修
復
学
科
兼
務
）、
米

村
祥
夫
（
同
研
究
員
・
准
教
授　

同
学
科
兼
務
）、
岡
田
靖
（
同
研
究
員
・
専
任

講
師
）、
石
井
紀
子
（
同
研
究
補
助
員
）、
ほ
か
学
生
十
数
名

　

筆
者
は
こ
の
調
査
に
学
生
と
し
て
参
加
し
、
本
像
を
実
見
す
る
機
会
を
持
っ

た
。
な
お
、
本
稿
で
示
す
本
像
の
デ
ー
タ
は
全
て
、
東
北
芸
工
大
文
化
財
セ
ン

タ
ー
お
よ
び
岡
田
靖
氏
（
現
在
、
東
京
藝
術
大
学
大
学
院
美
術
研
究
科
文
化
財

保
存
学
専
攻
准
教
授
）
か
ら
ご
提
供
頂
き
、
公
表
の
許
可
を
得
た
も
の
で
あ
る
。

（
二
）
頂
上
面
の
形
態
に
関
す
る
考
察

先
述
し
た
よ
う
に
、
本
像
の
頂
上
面
は
円
仁
請
来
の
図
像
と
の
関
連
で
解
釈

さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
Ｘ
線
調
査
に
よ
っ
て
更
な
る
考
察
の
余
地
が
見

出
さ
れ
た
。

調
査
の
結
果
、
本
像
の
頂
上
面
の
衣
縁
よ
り
外
側
の
両
肩
部
に
矧
ぎ
目
が
見

え
る
こ
と
（
図
５
）、
頂
上
面
の
頭
体
幹
部
と
共
木
で
平
滑
に
彫
ら
れ
て
い
る

部
分
と
比
べ
て
両
肩
部
は
鑿
目
が
粗
い
こ
と
か
ら
、
両
肩
先
は
両
手
先（
図
６
）

と
と
も
に
後
補
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

こ
う
し
た
状
態
に
関
し
て
、
考
え
得
る
可
能
性
は
二
つ
あ
る
。
一
は
、
造
像

当
初
か
ら
現
在
の
形
態
で
あ
っ
た
が
、
部
分
的
に
損
傷
し
た
た
め
復
元
さ
れ
た

可
能
性
で
あ
り
、
二
は
、
造
像
後
に
手
直
し
が
加
え
ら
れ
、
意
図
的
に
現
在
の

形
態
に
造
り
替
え
ら
れ
た
可
能
性
で
あ
る
。

本
像
が
一
材
か
ら
像
の
大
半
を
彫
り
出
す
檀
像
を
制
作
す
る
意
識
を
持
ち
な

が
ら
、
造
像
当
初
よ
り
頂
上
面
の
両
手
先
と
両
肩
以
下
の
み
を
別
材
で
矧
ぎ
付

け
て
い
た
と
は
考
え
難
い
。
ま
た
、
現
状
で
は
頂
上
面
の
面
部
を
失
っ
て
い
る

も
の
の
、
頭
部
全
体
が
殆
ど
完
全
な
形
で
遺
っ
て
い
る
こ
と
を
鑑
み
る
と（
13
）、

頂
上
面
両
肩
以
下
の
み
が
損
傷
し
た
可
能
性
は
低
い
と
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
部
分
と
見
ら
れ
る
頂
上
面
の
体
幹
部
背
面
に
は
、
正

面
と
同
じ
く
襟
状
を
な
す
二
本
の
縦
の
切
れ
込
み
が
見
ら
れ
（
図
７
）、
衲
衣

を
着
け
る
表
現
と
し
て
は
不
自
然
と
言
え
る
。
衲
衣
で
あ
る
な
ら
ば
、
本
像
と

同
様
に
代
用
材
に
よ
る
檀
像
で
大
型
の
頂
上
面
を
戴
く
大
阪
・
道
明
寺
本
尊

十
一
面
観
音
菩
薩
立
像
（
以
下
、
道
明
寺
像
）
の
よ
う
に
、
頂
上
面
背
面
の
首

元
に
は
横
に
襟
を
表
す
形
が
自
然
と
考
え
ら
れ
、
本
像
の
場
合
は
髻
間
を
縦
に

割
り
頭
部
を
出
す
表
現
と
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、
上
半
身
を

表
す
現
状
の
姿
は
必
ず
し
も
当
初
か
ら
の
も
の
と
は
言
え
な
く
な
り
、
円
仁
請

来
図
像
と
関
連
付
け
る
根
拠
も
希
薄
と
な
っ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
点
を
踏
ま
え
る
と
、
本
像
の
制
作
年
代
に
つ
い
て
は
、
一
度
図
像
的

な
側
面
か
ら
離
れ
、
造
形
表
現
を
主
体
に
検
討
す
る
必
要
も
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
さ
ら
に
考
察
を
進
め
て
み
た
い
。

三
．
制
作
年
代
に
つ
い
て
の
考
察

（
一
）
周
辺
作
例
と
の
比
較

本
像
の
造
形
と
の
関
連
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
先
行
研
究
で
も
作
風
の
類
似

が
指
摘
さ
れ
る（
14
）
京
都
・
宝
菩
提
院
像
（
図
８
）、
奈
良
・
璉
珹
寺
聖
観
音
菩

薩
立
像
（
以
下
、
璉
珹
寺
像
）（
図
９
）、
大
阪
・
道
明
寺
像
で
あ
る
。
ま
ず
は

本
像
と
こ
れ
ら
の
作
例
を
改
め
て
比
較
し
た
い
。
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【
体
軀
表
現
】

本
像
の
体
軀
は
、
肩
や
腰
が
正
面
観
で
バ
ラ
ン
ス
良
く
造
形
さ
れ
、
美
し
い

曲
線
を
描
く
。
側
面
観
で
は
胸
か
ら
腹
部
に
か
け
て
特
に
肉
付
き
が
よ
く
、
体

の
捻
り
に
伴
う
腹
部
の
括
れ
が
非
対
称
に
彫
ら
れ
る
。
正
面
で
は
へ
そ
か
ら
延

び
る
皺
に
よ
っ
て
肉
の
豊
か
さ
が
表
さ
れ
、
背
面
で
は
肉
の
下
の
背
骨
の
存
在

を
示
唆
す
る
よ
う
に
背
筋
を
表
現
す
る
。
下
半
身
は
腰
高
で
太
も
も
か
ら
臀
部

に
は
厚
み
が
あ
る
。

肉
付
き
の
良
い
体
軀
表
現
は
、
比
較
に
挙
げ
た
三
作
例
全
て
に
通
じ
る
。
道

明
寺
像
、
宝
菩
提
院
像
の
へ
そ
に
皺
を
表
す
彫
り
や
、
璉
珹
寺
像
が
体
軀
に
非

対
称
な
括
れ
を
表
す
点
は
本
像
と
同
様
で
あ
る
。
上
半
身
の
肉
付
き
は
胸
の
肉

割
れ
に
よ
く
表
れ
て
お
り
、
特
に
宝
菩
提
院
像
と
本
像
は
そ
の
表
現
方
法
が
類

似
し
て
い
る
。

ま
た
、
本
像
は
腰
を
捻
り
後
方
に
体
重
を
預
け
、
肩
の
力
を
抜
い
て
ゆ
っ
た

り
と
立
つ
。
や
や
背
中
を
丸
め
る
姿
勢
は
璉
珹
寺
像
と
共
通
す
る
。

【
面
貌
・
頭
髪
表
現
】

本
像
は
唇
を
固
く
結
ぶ
厳
し
い
表
情
を
表
し
、
切
れ
長
の
眼
を
持
つ
端
正
な

顔
立
ち
を
し
て
い
る
（
図
10
）。
鼻
先
は
補
修
さ
れ
て
い
る
が（
15
）、
弧
を
描
く

眉
の
鋭
さ
や
、
眼
球
の
丸
み
、
頬
や
顎
の
肉
付
き
は
当
初
の
ま
ま
と
思
わ
れ
、

宝
菩
提
院
像
（
図
11
）、
璉
珹
寺
像
（
図
12
）、
道
明
寺
像
に
共
通
す
る
表
現
を

示
す
。
側
面
観
に
も
破
綻
は
な
く
、
眉
の
上
下
を
彫
り
込
み
浮
き
彫
り
と
す
る

点
が
共
通
し
て
い
る
こ
と
も
興
味
深
い
。

本
像
の
頭
髪
に
は
細
か
く
毛
筋
を
表
し
た
繊
細
な
彫
り
が
見
ら
れ
、
両
こ
め

か
み
上
の
鬢
髪
は
大
小
二
つ
の
渦
を
描
く
。
宝
菩
提
院
像
の
頭
髪
は
天
冠
の
装

飾
の
穴
を
通
し
て
こ
め
か
み
か
ら
耳
へ
と
大
き
く
巻
く
形
を
示
す
が
、
繊
細
な

彫
り
と
自
在
な
表
現
は
同
質
と
言
え
よ
う
。

【
着
衣
表
現
】

本
像
の
着
衣
は
布
の
柔
ら
か
な
質
感
を
巧
み
に
表
し
、
体
に
沿
っ
て
美
し
く

波
打
つ
様
子
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
背
面
で
条
帛
と
天
衣
が
Ｘ
字
に
交
差
す
る

点
や
、
膝
前
で
Ｗ
字
に
絡
む
天
衣
に
は
形
式
化
さ
れ
た
様
子
は
な
く
、
あ
え
て

非
対
称
に
崩
し
て
い
る
。
条
帛
と
天
衣
を
Ｘ
字
に
交
差
さ
せ
る
表
現
は
宝
菩
提

院
像
に
も
見
ら
れ
る
特
徴
的
な
も
の
で
あ
る
。

右
肩
を
覆
う
天
衣
が
前
膊
に
か
か
り
波
打
つ
形
態
（
図
13
）
は
、
宝
菩
提
院

像
（
図
14
）、
璉
珹
寺
像
（
図
15
）、
道
明
寺
像
に
共
通
す
る
。
さ
ら
に
天
衣
や

条
帛
に
表
さ
れ
る
松
葉
型
の
衣
文
線
と
そ
の
鎬
ぎ
立
っ
た
彫
り
は
、
道
明
寺
像
、

宝
菩
提
院
像
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

以
上
の
検
討
の
通
り
、
本
像
と
周
辺
の
三
作
例
に
は
造
形
的
な
類
似
点
が
多

数
確
認
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
作
例
か
ら
は
、
仏
師
の
高
度
な
造
形
力
と
独
創
性

が
感
じ
ら
れ
、
造
形
に
対
す
る
意
識
が
同
質
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
多
く

の
特
徴
が
類
似
し
、
そ
の
表
現
が
い
ず
れ
も
巧
み
で
あ
る
こ
と
は
、
造
像
さ
れ

た
時
代
や
環
境
が
共
通
す
る
た
め
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
二
）	
制
作
年
代
の
推
定

以
上
の
検
討
を
踏
ま
え
、
本
像
と
周
辺
の
三
作
例
の
制
作
年
代
に
つ
い
て
、

宝
菩
提
院
像
を
中
心
に
検
討
し
て
い
き
た
い
。
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宝
菩
提
院
像
は
、
向
日
市
寺
戸
町
に
所
在
す
る
宝
菩
提
院
に
伝
来
し
、
寺
伝

で
は
如
意
輪
観
音
像
と
さ
れ
る
。
本
体
か
ら
台
座
の
蓮
肉
ま
で
を
針
葉
樹
材
か

ら
彫
り
出
す
一
木
彫
像
で
あ
る
。
異
国
的
な
顔
立
ち
で
、
瞳
に
は
黒
い
珠
が
嵌

入
さ
れ
る
等
、
特
徴
的
な
表
現
が
見
ら
れ
る
こ
と
や
、
宝
菩
提
院
の
所
在
地
に

存
在
し
た
願
徳
寺
が
長
岡
京
時
代
に
秦
氏
に
よ
り
整
備
さ
れ
た
寺
と
考
え
ら
れ

て
い
る
こ
と
等
か
ら
、
渡
来
人
と
関
わ
り
の
あ
る
唐
の
工
人
に
よ
っ
て
造
像
さ

れ
た
可
能
性
が
論
じ
ら
れ
て
き
た（
16
）。

例
え
ば
、
宝
菩
提
院
像
を
制
作
し
た
唐
の
工
人
の
来
朝
時
期
に
つ
い
て
遣
唐

使
が
帰
朝
し
た
宝
亀
九
年
（
七
七
八
）
ま
た
は
天
応
元
年
（
七
八
一
）
と
推
測
し

た
中
野
玄
三
氏
の
説（
17
）
や
、
宝
菩
提
院
像
を
盛
唐
期
に
流
行
し
た
呉
道
玄
様

彫
刻
の
一
例
と
し
て
位
置
づ
け
た
井
上
正
氏
の
説（
18
）
等
、
唐
と
の
繋
が
り
を

具
体
的
に
示
し
た
研
究
が
あ
る
。

松
田
誠
一
郎
氏
は
、
宝
菩
提
院
像
に
延
暦
年
間
（
七
八
二
～
八
〇
六
）
の
作

例
と
の
共
通
性
が
見
ら
れ
る
こ
と
、
作
風
の
近
い
道
明
寺
像
、
璉
珹
寺
像
と
同

様
に
造
像
背
景
に
桓
武
天
皇
の
存
在
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
延
暦
期
に
お

け
る
作
例
と
し
て
位
置
づ
け
た（
19
）。
さ
ら
に
岩
佐
光
晴
氏
も
、
松
田
氏
と
同

様
に
道
明
寺
像
に
注
目
し
、
造
形
に
共
通
性
が
あ
る
だ
け
で
な
く
、
両
像
が
安

置
さ
れ
る
寺
院
が
と
も
に
土
師
氏
と
所
縁
あ
る
地
に
所
在
す
る
こ
と
か
ら
、
桓

武
天
皇
の
母
で
あ
る
高
野
新
笠
と
の
関
係
が
示
唆
さ
れ
、
宮
廷
の
動
向
が
反
映

さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
、
造
像
は
長
岡
京
時
代
ま
で
遡
る
こ
と
が
可
能
と

し
て
い
る（
20
）。

以
上
の
よ
う
に
、
宝
菩
提
院
像
は
延
暦
期
に
唐
か
ら
の
影
響
を
受
け
て
造
像

さ
れ
た
と
考
え
る
向
き
が
強
い
も
の
の
、
一
方
で
は
、
図
像
的
分
析
に
よ
り
虚

空
蔵
求
聞
持
法
本
尊
形
に
基
づ
い
て
空
海
が
乙
訓
寺
に
住
し
て
い
た
時
に
造
像

さ
れ
た
も
の
と
す
る
紺
野
敏
文
氏
の
説（
21
）
や
、
宝
菩
提
院
像
の
造
形
は
む
し

ろ
乾
漆
像
に
近
い
木
彫
表
現
を
用
い
た
も
の
と
し
て
延
暦
期
の
正
統
的
な
作
風

を
示
す
作
例
と
位
置
づ
け
る
藤
岡
穣
氏
の
説（
22
）
等
が
あ
り
、
宝
菩
提
院
像
の

位
置
づ
け
は
当
期
の
彫
刻
史
全
体
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
宝
菩
提
院
像
の
造
形
に
立
ち
返
る
と
、
厳
し
い
面
貌
表

現
や
松
葉
型
に
鋭
く
刻
ま
れ
た
衣
文
線
は
、
奈
良
時
代
末
期
か
ら
平
安
時
代
初

期
に
造
像
さ
れ
た
京
都
・
神
護
寺
薬
師
如
来
立
像（
23
）
に
一
脈
通
じ
る
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
仏
師
が
選
択
し
た
表
現
に
よ
る
細
か
な
違
い
は
認
め
ら
れ
る
も

の
の
、
そ
の
根
底
に
あ
る
造
形
意
識
や
木
彫
表
現
の
巧
み
さ
は
共
通
し
て
い
る

と
言
え
る
。
従
っ
て
、
宝
菩
提
院
像
の
制
作
時
期
は
、
桓
武
朝
を
一
つ
の
基
準

と
し
て
考
え
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
宝
菩
提
院
像
と
同
質
の
造

形
性
を
持
つ
本
像
、
道
明
寺
像
、
璉
珹
寺
像
の
制
作
年
代
も
、
同
様
の
時
期
に

推
定
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

岩
佐
氏
も
言
及
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
宝
菩
提
院
の
所
在
地
で
あ
る
向
日
市

に
隣
接
す
る
西
京
区
大
枝
を
拠
点
の
一
つ
と
し
た
土
師
氏
は
、
高
野
新
笠
の
母

方
に
あ
た
る
渡
来
系
氏
族
で
あ
る
。
大
枝
に
は
新
笠
の
御
陵
が
所
在
し
て
お
り
、

新
笠
と
の
関
係
が
深
い
土
地
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

土
師
氏
の
本
拠
地
に
は
道
明
寺
も
所
在
し
て
い
る
。
道
明
寺
は
「
土
師
寺
」

と
も
称
し
、
土
師
神
社
（
現
在
の
道
明
寺
天
満
宮
）
付
近
に
土
師
氏
の
氏
寺
と

し
て
建
立
さ
れ
た
。
松
田
氏
は
、
現
在
道
明
寺
に
安
置
さ
れ
る
も
う
一
体
の

十
一
面
観
音
像
も
土
師
氏
と
の
関
係
の
中
で
造
像
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と

を
指
摘
し
て
い
る（
24
）。

土
師
氏
は
後
に
秋
篠
氏
、
菅
原
氏
、
大
枝
（
大
江
）
氏
と
名
を
改
め
た
（
25
）。

秋
篠
氏
の
氏
寺
で
あ
る
秋
篠
寺
に
は
、
宝
菩
提
院
像
よ
り
も
年
代
は
降
る
が
、
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条
帛
と
天
衣
が
Ｘ
字
に
交
差
す
る
点
や
、
背
面
の
髪
際
を
反
ら
す
表
現
等
が
共

通
す
る
十
一
面
観
音
像
が
伝
来
す
る
。
ま
た
、
秋
篠
寺
の
所
在
地
も
土
師
氏
の

拠
点
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る（
26
）。

宝
菩
提
院
、
道
明
寺
が
桓
武
天
皇
の
母
方
の
氏
族
で
あ
る
土
師
氏
と
関
連
す

る
寺
院
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
璉
珹
寺
に
つ

い
て
考
え
る
と
、
璉
珹
寺
が
も
と
「
紀
寺
」
と
称
し
、
紀
氏
の
氏
寺
と
し
て
機

能
し
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る（
27
）。
紀
氏
は
紀
角
宿
禰
を
始
祖
と
す
る
渡
来
系

氏
族
で
、
光
仁
天
皇
の
母
で
あ
り
、
桓
武
天
皇
の
祖
母
に
あ
た
る
紀
橡
姫
の
出

身
氏
族
で
あ
っ
た
。

以
上
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
宝
菩
提
院
像
、
道
明
寺
像
、
璉
珹
寺
像
が
安
置

さ
れ
る
寺
院
は
桓
武
天
皇
周
辺
の
渡
来
系
氏
族
と
の
関
連
の
中
で
機
能
し
て
き

た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
作
例
の
造
形
意
識
と
制
作
環
境
の
類
似
は
、
偶

然
の
も
の
と
は
考
え
難
い
。
三
作
例
に
共
通
す
る
造
形
の
根
底
に
は
、
桓
武
天

皇
が
周
辺
の
渡
来
系
氏
族
と
の
関
わ
り
の
中
で
受
容
し
た
表
現
と
技
術
が
あ
る

と
想
定
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
ら
の
作
例
と
造
形
性
の
共
通
す
る
本
像
に
も
同
様
の
歴
史
的
な
背
景
が

想
定
さ
れ
て
く
る
が
、
こ
の
点
を
検
討
す
る
た
め
、
次
に
本
像
の
伝
来
に
つ
い

て
考
え
て
み
た
い
。

四
．
出
羽
国
へ
の
請
来

（
一
）
宝
積
院
へ
の
伝
来

本
像
は
平
安
時
代
に
中
央
で
制
作
さ
れ
、
後
に
現
在
地
へ
請
来
さ
れ
た
と
考

え
ら
れ
て
き
た
も
の
の
、
そ
の
時
期
に
つ
い
て
十
分
に
検
討
さ
れ
て
い
る
と
は

言
い
難
い
。
ま
ず
は
本
像
の
伝
来
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
や
記
録
か
ら
明
ら
か

と
さ
れ
て
い
る
点
を
整
理
し
た
い
。

本
像
は
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
に
現
在
地
の
宝
積
院
へ
、
本
寺
で
あ
る
誓

願
寺
か
ら
請
来
さ
れ
た
こ
と
が
記
録（
28
）
か
ら
知
ら
れ
て
い
る
。

宝
積
院
は
、
康
正
元
年
（
一
四
五
五
）、
眞
光
和
尚
の
開
山
と
伝
え
ら
れ（
29
）、

寛
文
八
年
（
一
六
六
八
）
に
は
山
形
城
主
の
祈
願
寺
で
あ
っ
た
宝
幢
寺
の
末
寺

と
し
て
記
録
に
登
場
す
る（
30
）。
元
禄
十
一
年
（
一
六
九
八
）
頃
編
纂
の
『
山
形

故
実
録
』
に
、
宝
積
院
が
所
在
す
る
鮨
洗
村
に
宝
幢
寺
知
行
所
が
置
か
れ
た
記

録（
31
）
も
確
認
で
き
る
の
で
、
宝
積
院
周
辺
は
宝
幢
寺
の
管
理
下
に
あ
っ
た
と

み
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

誓
願
寺
は
、
宝
積
院
と
同
様
に
、
寛
文
八
年
頃
に
は
宝
幢
寺
の
末
寺
と
し
て

機
能
し
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
る
寺
院
で（
32
）、
山
形
市
に
現
存
す
る
。
現
在
は

行
基
作
と
伝
え
ら
れ
、
斯
波
兼
頼
よ
り
奉
じ
た
と
さ
れ
る
毘
沙
門
天
像
を
祀
っ

て
い
る（
33
）。

宝
積
院
が
誓
願
寺
の
末
寺
と
な
っ
た
時
期
や
理
由
は
明
ら
か
で
な
い
も
の
の
、

明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
に
両
寺
の
本
寺
で
あ
っ
た
宝
幢
寺
が
神
職
に
転
じ
て

廃
絶
し
た
こ
と
が
契
機
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る（
34
）。

さ
ら
に
、
宝
幢
寺
廃
絶
の
折
に
誓
願
寺
へ
多
く
の
仏
像
や
什
器
類
が
移
さ

れ
た
と
い
う
記
録（
35
）
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
実
際
に
、
宝

幢
寺
か
ら
誓
願
寺
へ
移
さ
れ
た
と
い
う
銘
文
を
持
つ
阿
弥
陀
如
来
坐
像
（
図
16
、

17
）（
36
）
が
武
田
好
吉
氏
に
よ
っ
て
個
人
宅
か
ら
発
見
さ
れ
た（
37
）
こ
と
か
ら
も
、

誓
願
寺
と
宝
幢
寺
が
強
い
本
末
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
と
言
え
る
。
誓

願
寺
か
ら
請
来
さ
れ
た
本
像
も
、
も
と
は
宝
幢
寺
の
什
物
の
一
つ
で
あ
っ
た
可
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能
性
が
想
定
さ
れ
て
き
た
（
38
）。
そ
こ
で
考
察
が
必
要
と
な
る
の
は
宝
幢
寺
の

由
来
で
あ
る
。

宝
幢
寺
に
つ
い
て
は
い
く
つ
か
の
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る（
39
）。
宝
幢
寺
は
、

天
平
年
間
、
行
基
の
開
山
と
伝
え
ら
れ
る
寺
院
で（
40
）、
延
文
元
年（
一
三
五
六
）

に
入
部
し
た
斯
波
兼
頼
が
醍
醐
寺
か
ら
真
言
宗
小
野
流
の
僧
侶
・
道
助
を
招
い

て
中
興
し
、
鎮
護
国
家
の
祈
願
所
と
な
っ
た（
41
）。

中
で
も
注
目
す
べ
き
は
、『
出
羽
国
宝
幢
寺
興
廃
録
』（
明
治
三
年
）
に
見
ら

れ
る
以
下
の
記
載
で
あ
る（
42
）。

　

聖
武
天
皇
勅
願
所
出
羽
国
村
山
郡
山
形
宝
幢
寺
亦
名
動
首
寺
亦
名
瑜
伽

寺
者
、天
平
三
年
辛
未
年
行
基
菩
薩
草
創
也
、始
在
本
郡
滝
平
地（
以
下
略
）

こ
こ
で
宝
幢
寺
の
別
称
と
さ
れ
る
「
瑜
伽
寺
」
は
、
貞
観
八
年
（
八
六
六
）

に
定
額
寺
に
列
格
さ
れ
た
出
羽
国
の
寺（
43
）
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

瑜
伽
寺
は
大
同
二
年
（
八
〇
七
）
に
東
国
巡
礼
中
の
弘
法
大
師
に
よ
っ
て
、

出
羽
丘
陵
沿
い
に
位
置
す
る
滝
ノ
平
に
建
立
さ
れ
た
寺
院
で
あ
る
と
伝
え
ら
れ

る（
44
）。
空
海
の
巡
錫
に
つ
い
て
は
疑
問
が
あ
る
も
の
の
、
瑜
伽
寺
は
そ
の
名

称
か
ら
草
創
の
際
に
は
法
相
宗
寺
院
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
た
め
、
巡

錫
し
た
の
は
真
言
僧
で
は
な
く
南
都
の
僧
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る（
45
）。

出
羽
丘
陵
沿
い
に
は
行
基
の
開
基
伝
承
を
持
つ
寺
院
が
多
く
、
古
く
か
ら
仏
教

が
盛
ん
な
地
域
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
瑜
伽
寺
は
定
額

寺
に
列
格
さ
れ
る
以
前
か
ら
当
地
の
有
力
寺
院
と
し
て
機
能
し
て
い
た
可
能
性

が
高
い
と
さ
れ
て
い
る（
46
）。
さ
ら
に
現
在
、
滝
ノ
平
地
区
に
は
宝
幢
寺
跡
伝

承
地
が
存
す
る
こ
と
も
留
意
し
た
い（
47
）。

　

瑜
伽
寺
は
『
醍
醐
雑
事
記
』
の
記
事（
48
）
か
ら
、
長
和
五
年
（
一
〇
一
六
）
に

は
醍
醐
寺
と
本
末
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
武
田
氏
に
よ
り
明
ら
か
と
さ
れ
て
い

る（
49
）。
こ
の
こ
と
か
ら
は
、
醍
醐
寺
僧
を
迎
え
て
中
興
し
、
そ
の
後
も
醍
醐

寺
と
の
関
係
が
確
認
で
き
る
宝
幢
寺
の
存
在
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
。
醍
醐
寺
と

宝
幢
寺
の
本
末
関
係
は
少
な
く
と
も
江
戸
時
代
初
期
以
前
に
始
ま
っ
て
い
た
こ

と
が
貞
享
五
年
（
一
六
八
八
）
の
『
光
台
院
末
寺
印
形
帳
』（
50
）
の
記
述
か
ら
明

ら
か
と
さ
れ
て
い
る
が（
51
）、
瑜
伽
寺
が
醍
醐
寺
末
で
あ
っ
た
こ
と
と
無
関
係

で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
、
宝
幢
寺
が
瑜
伽
寺
の
後
継
寺
院
で
あ
る
蓋
然
性
は
高

い
と
言
え
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
先
行
研
究
で
は
、
本
像
が
か
つ
て
置
か
れ
た
誓
願
寺
と
の
関

係
か
ら
、
本
寺
で
あ
る
宝
幢
寺
、
瑜
伽
寺
へ
と
遡
り
、
本
像
が
平
安
時
代
よ
り

当
地
に
伝
来
し
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
現
状
、
宝
幢
寺
か
ら

誓
願
寺
に
移
さ
れ
た
什
物
の
中
に
本
像
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
史
料
が

見
出
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
大
き
な
問
題
と
言
え
る
。
そ
こ
で
今
一
度
、
関
係

史
料
か
ら
考
察
を
加
え
て
み
た
い
。

　

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
明
治
三
年
、
宝
幢
寺
か
ら
誓
願
寺
へ
仏
像
や
什
器

類
が
移
さ
れ
た
。
こ
の
時
、
宝
幢
寺
か
ら
本
尊
等
を
譲
り
受
け
た
末
寺
が
何
ら

か
の
理
由
で
廃
寺
等
と
な
る
場
合
に
は
、
他
の
末
寺
の
中
か
ら
譲
渡
先
を
選
ぶ

こ
と
が
誓
約
さ
れ
て
い
る
記
録（
52
）
に
注
目
し
た
い
。
誓
願
寺
が
何
ら
か
の
理

由
に
よ
り
他
の
末
寺
へ
宝
幢
寺
か
ら
譲
り
受
け
た
仏
像
を
移
す
こ
と
は
、
誓
約

に
従
っ
た
自
然
な
行
い
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
に
記
さ
れ
た
宝
幢
寺
の
什
物
の
記
録（
53
）
に
本
像
と

考
え
ら
れ
る
記
述
が
確
認
で
き
な
い
こ
と
は
問
題
と
言
え
る
が
、
明
治
三
年
に

宝
幢
寺
か
ら
誓
願
寺
へ
移
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ（
54
）、
現
在
は
本
尊
と
し
て
祀
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ら
れ
る
先
述
の
毘
沙
門
天
像
も
、
宝
幢
寺
の
什
物
記
録
か
ら
は
見
出
す
こ
と
が

で
き
な
い
。
一
部
の
什
物
を
省
略
し
て
記
録
し
た
こ
と
が
記
述
か
ら
読
み
取
れ

る
よ
う
に（
55
）、
本
像
や
誓
願
寺
の
毘
沙
門
天
像
が
記
録
か
ら
漏
れ
た
可
能
性

も
考
慮
し
て
お
き
た
い
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
明
治
三
年
に
宝
幢
寺
が
廃
絶
し
た
際
に
そ
の
什
物
が
末
寺

で
あ
る
誓
願
寺
に
移
さ
れ
、
さ
ら
に
翌
四
年
に
本
像
が
誓
願
寺
か
ら
同
様
に
末

寺
で
あ
っ
た
宝
積
院
へ
移
さ
れ
た
経
緯
を
考
慮
す
る
と
、
そ
れ
ら
は
宝
幢
寺
廃

絶
に
と
も
な
う
一
連
の
動
き
と
も
捉
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
像
は
も
と

も
と
宝
幢
寺
に
伝
来
し
た
可
能
性
が
高
い
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

さ
ら
に
こ
の
よ
う
に
考
え
た
と
き
、
宝
幢
寺
が
瑜
伽
寺
の
後
継
寺
院
で
あ
る

蓋
然
性
が
高
い
こ
と
、
瑜
伽
寺
は
定
額
寺
列
格
以
前
よ
り
当
地
で
栄
え
て
い
た

と
想
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
は
、
桓
武
朝
に
制
作
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
本
像
の

伝
来
が
定
額
寺
列
格
以
前
の
瑜
伽
寺
ま
で
遡
る
可
能
性
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ

る
と
思
わ
れ
る
。

（
二
）
平
安
時
代
前
期
の
出
羽
国

前
項
を
踏
ま
え
、
平
安
時
代
の
出
羽
国
の
状
況
を
概
観
し
た
い
。

出
羽
国
府
は
成
立
当
初
、
出
羽
郡
（
現
在
の
庄
内
地
方
）
に
置
か
れ
た
が
、

正
確
な
位
置
に
つ
い
て
は
不
詳
で
あ
る
。
八
世
紀
に
は
庄
内
地
方
か
ら
秋
田
城

へ
移
転
し
、
平
安
時
代
に
再
度
庄
内
地
方
へ
移
転
し
た
と
す
る
「
秋
田
城
国
府

説
」
と
、
国
府
は
一
貫
し
て
庄
内
地
方
に
あ
っ
た
と
す
る
「
秋
田
城
非
国
府

説
」
が
あ
り
、
定
説
を
見
て
い
な
い（
56
）。
九
世
紀
に
入
る
と
現
在
の
酒
田
市

と
考
え
ら
れ
る
井
口
国
府
へ
移
転
し
（
57
）、
そ
の
後
庄
内
地
方
か
ら
内
陸
部
へ

移
っ
た
と
考
え
ら
れ
る（
58
）。

内
陸
部
へ
の
移
転
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
斯
波
兼
頼
が
入
部
し
た
延
文
元
年

（
一
三
五
六
）
以
後
と
す
る
説
と
、
平
安
時
代
末
期
も
し
く
は
鎌
倉
時
代
初
期

と
す
る
説
が
あ
り
、
議
論
が
分
か
れ
て
い
る
が（
59
）、
本
稿
で
は
出
羽
国
が
斯

波
兼
頼
に
よ
り
統
治
さ
れ
た
以
前
の
様
子
を
知
る
に
あ
た
り
、
後
者
の
説（
60
）

に
注
目
し
た
い
。

後
者
の
説
を
補
強
す
る
も
の
と
し
て
、『
日
本
三
代
実
録
』
に
記
録
さ
れ
る

出
羽
国
司
の
上
言（
61
）
が
あ
る
。
こ
の
上
言
で
は
、
嘉
祥
三
年
（
八
五
一
）
に
起

こ
っ
た
大
地
震
で
国
府
が
損
壊
し
た
た
め
に
、
内
陸
の
最
上
郡
大
山
郷
宝
士
野

へ
の
国
府
移
転
が
申
し
出
さ
れ
て
い
る
。
中
央
政
府
は
こ
の
申
請
を
却
下
し
た

も
の
の
、
九
世
紀
半
ば
に
は
す
で
に
最
上
郡
（
現
在
の
山
形
市
周
辺
）
に
国
府

を
移
転
で
き
る
環
境
が
整
っ
て
い
た
こ
と
が
想
定
で
き
る
と
い
う（
62
）。

最
上
郡
を
移
転
地
と
し
て
構
想
し
た
理
由
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
の
が
、
最

上
川
の
存
在
で
あ
る
。
文
治
年
間
（
一
一
八
五
～
一
一
九
〇
）
成
立
の
歌
学
書

『
袖
中
抄
』
に
は
、「
も
が
み
河
は
出
羽
国
に
最
上
郡
あ
り
。（
中
略
）
彼
国
の
舘

の
ま
へ
よ
り
流
た
り
。
そ
の
河
よ
り
こ
ほ
り
こ
ほ
り
の
物
を
ば
舟
に
つ
み
て
た

ち
に
を
さ
む
れ
ば
稲
を
も
つ
み
て
の
ぼ
る
也
」（
63
）
と
あ
り
、
諸
郡
の
稲
穀
類
を

舟
で
運
ぶ
際
に
最
上
川
を
活
用
し
た
様
子
が
伺
え
る（
64
）。

ま
た
現
在
、
山
形
市
北
部
で
は
奈
良
・
平
安
時
代
の
遺
跡
が
多
く
確
認
さ
れ

て
い
る
。
今
塚
遺
跡
か
ら
は
、
大
型
の
建
物
跡
や
墨
書
土
器
、
木
簡
等
が
出

土
し
、
何
ら
か
の
官
衙
の
存
在
が
想
定
で
き
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
（
65
）。

平
安
時
代
初
期
の
出
羽
国
で
は
、
国
府
の
置
か
れ
た
出
羽
郡
だ
け
で
な
く
、
最

上
郡
に
お
い
て
も
政
治
や
宗
教
の
中
心
と
な
り
得
る
環
境
が
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
よ
う
。
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さ
ら
に
、
出
羽
国
で
は
天
長
年
間
（
八
二
四
～
八
三
四
）
ま
で
出
土
木
簡
等

か
ら
出
羽
国
の
地
名
を
持
つ
豪
族
の
名
前
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
在
地
豪

族
が
未
成
熟
で
あ
っ
た
可
能
性（
66
）
や
、
在
地
豪
族
や
エ
ミ
シ
を
軍
事
的
に
支

配
す
る
の
で
は
な
く
、
叙
位
や
賜
物
に
よ
り
懐
柔
し
て
支
配
機
構
を
展
開
す
る

方
向
に
比
重
が
置
か
れ
て
い
た
と
い
う
指
摘
が
あ
る（
67
）。
出
羽
国
で
は
国
家

に
よ
る
統
治
に
影
響
を
及
ぼ
し
得
る
豪
族
が
成
長
し
て
お
ら
ず
、
国
司
の
支
配

が
行
き
届
い
て
い
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
と
言
え
る
。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
考
え
た
場
合
、
滝
ノ
平
を
比
定
地
と
す
る
瑜
伽
寺
は

宗
教
や
文
化
が
発
展
し
得
る
環
境
に
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。
出
羽
国
全
体
に

お
い
て
国
司
の
影
響
力
が
大
き
か
っ
た
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
後
に
定
額
寺
と
な

る
程
の
規
模
を
持
っ
た
瑜
伽
寺
が
国
司
と
の
関
係
の
中
で
造
営
さ
れ
た
可
能
性

も
想
定
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

以
上
の
よ
う
に
、
本
像
の
伝
来
と
関
連
付
け
ら
れ
る
瑜
伽
寺
に
つ
い
て
は
、

国
司
と
の
関
わ
り
か
ら
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
次
に
、
当
期
の
出

羽
守
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。

五
．
桓
武
天
皇
と
百
済
王
氏

（
一
）
百
済
王
氏
の
出
羽
国
赴
任

　

光
仁
・
桓
武
朝
（
七
七
〇
～
八
〇
六
）
に
着
任
し
た
出
羽
守
に
つ
い
て
考
え

る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
約
半
分
を
占
め
る
「
百
済
王
氏
」
に
注
目
し
た
い
。
さ

ら
に
時
期
を
広
げ
て
出
羽
守
に
着
任
し
た
百
済
王
氏
を
見
る
と
、
以
下
の
よ
う

に
な
る（
68
）。

天
平
宝
字
七
年
（
七
六
三
）　　
　

百
済
王
三
忠

天
平
神
護
二
年
（
七
六
六
）　　
　

百
済
王
文
鏡

宝
亀
五
年
（
七
七
四
）　　
　
　
　

百
済
王
武
鏡

延
暦
四
年
（
七
八
五
）　　
　
　
　

百
済
王
英
孫

同
十
六
年
（
七
九
七
）　　
　
　
　

百
済
王
聰
哲

弘
仁
三
年
（
八
一
二
）　　
　
　
　

百
済
王
教
俊

三
忠
を
始
め
と
し
て
六
名
の
百
済
王
氏
が
約
五
十
年
の
間
に
集
中
し
て
着
任

し
て
お
り
、
光
仁
・
桓
武
朝
の
出
羽
国
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
、
百
済
王
氏
は

注
目
す
べ
き
存
在
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
ず
は
百
済
王
氏
に
つ
い
て
概
観
し

て
み
た
い（
69
）。

百
済
王
氏
は
、
斉
明
六
年
（
六
六
〇
）
の
百
済
滅
亡
に
よ
り
、
日
本
と
百
済

が
同
盟
を
結
ん
だ
舒
明
朝
（
六
二
九
～
六
四
一
）
に
渡
来
し
た
百
済
最
後
の
王

で
あ
る
義
慈
王
の
子
・
善
光
（
禅
広
）
が
百
済
王
族
の
血
統
を
伝
え
て
始
ま
っ

た
渡
来
系
氏
族
で
あ
る
。

中
で
も
名
が
知
ら
れ
る
の
は
、
百
済
王
敬
福
（
六
九
七
～
七
六
六
）
で
あ
る
。

敬
福
は
善
光
の
曽
孫
に
あ
た
る
人
物
で
、
聖
武
天
皇
か
ら
優
遇
さ
れ
た
。
敬
福

に
関
す
る
最
初
の
記
録
は
天
平
十
年
（
七
三
八
）
の
陸
奥
介
だ
が
、
当
時
は
あ

ま
り
高
い
位
で
は
な
く
、
政
治
的
に
も
目
立
つ
存
在
で
は
な
か
っ
た
。
陸
奥
国

赴
任
以
来
、
同
十
八
年
（
七
四
六
）
に
約
五
か
月
間
上
総
守
に
転
任
し
た
こ
と

を
除
き
、
天
平
勝
宝
元
年
（
七
四
九
）
ま
で
陸
奥
守
と
し
て
長
期
間
在
任
し
た
。

敬
福
が
政
界
で
名
を
馳
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
は
、
東
大
寺
大
仏
造
営
の
折

で
あ
る
。
大
仏
造
営
に
は
多
く
の
金
が
必
要
と
さ
れ
た
が
、
当
時
の
国
内
で
は

金
が
産
出
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
陸
奥
守
で
あ
っ
た
敬
福
が
陸
奥
国
小
田
郡
で
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の
産
金
を
報
告
し
黄
金
を
献
じ
た
こ
と
で
、
百
済
王
氏
は
蝦
夷
地
経
営
と
の
よ

り
深
い
関
わ
り
を
持
ち
、
東
北
地
方
に
基
盤
を
置
く
こ
と
と
な
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
百
済
王
氏
は
東
北
地
方
に
根
差
し
た
渡
来
系
氏
族
で
あ
る
。

し
か
し
、
光
仁
・
桓
武
朝
に
お
い
て
百
済
王
氏
の
出
羽
国
へ
の
赴
任
が
集
中
し

た
背
景
に
は
、
敬
福
が
築
い
た
基
盤
の
み
で
は
な
く
、
天
皇
の
思
惑
が
働
い
て

い
た
よ
う
で
あ
る
。
次
に
、
天
皇
と
百
済
王
氏
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

（
二
）	

桓
武
天
皇
と
百
済
王
氏

　

光
仁
・
桓
武
朝
に
お
い
て
、
百
済
王
氏
が
特
別
な
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
は
記

録
か
ら
明
ら
か
と
言
え
る
。

当
時
、
後
宮
に
渡
来
系
の
女
性
が
入
る
こ
と
は
珍
し
か
っ
た
も
の
の
、
桓
武

天
皇
の
後
宮
に
は
歴
史
上
最
多
数
の
渡
来
系
氏
族
が
入
り
、
百
済
王
氏
も
含
ま

れ
て
い
た
（
70
）。
中
で
も
、
内
侍
所
の
女
官
長
を
務
め
た
百
済
王
明
信
は
桓
武

天
皇
か
ら
の
寵
愛
を
受
け（
71
）、
自
身
の
み
で
な
く
夫
で
あ
る
藤
原
継
縄
を
も

出
世
に
導
い
た
。
継
縄
は
平
安
遷
都
の
建
議
者
と
し
て
和
気
清
麻
呂
、
藤
原
小

黒
麻
呂
と
並
ん
で
評
価
さ
れ
る
が（
72
）、
実
際
に
は
政
治
家
と
し
て
才
能
が
な

か
っ
た
ら
し
く
（
73
）、
継
縄
の
出
世
に
は
明
信
の
存
在
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。

ま
た
、『
続
日
本
紀
』
に
記
録
さ
れ
る
交
野（
74
）
へ
の
行
幸
に
お
い
て
、
桓
武

天
皇
は
継
縄
の
別
業
を
行
宮
に
し
て
い
る
が（
75
）、
こ
の
別
業
で
桓
武
天
皇
と

明
信
が
面
会
し
て
い
た
こ
と
は
容
易
に
予
想
さ
れ
る（
76
）。
こ
の
際
、
百
済
王

氏
は
種
々
の
楽
を
奏
し
た
こ
と
で
位
階
を
授
か
っ
て
お
り
、
こ
こ
か
ら
も
桓
武

天
皇
と
百
済
王
氏
と
の
密
接
な
関
係
が
見
て
取
れ
る（
77
）。

こ
の
よ
う
に
、
百
済
王
氏
は
桓
武
朝
で
地
位
を
与
え
ら
れ
、
優
遇
さ
れ
た
。

そ
の
背
景
に
は
、
桓
武
天
皇
の
血
縁
が
深
く
関
わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

光
仁
天
皇
の
即
位
に
よ
っ
て
、
天
武
系
で
あ
っ
た
天
皇
の
血
筋
は
当
時
対
立

関
係
に
あ
っ
た
天
智
系
へ
と
変
化
し
た
。
桓
武
天
皇
の
周
辺
に
は
多
く
の
渡
来

系
氏
族
が
存
在
し
た
が
、
桓
武
天
皇
は
渡
来
系
氏
族
の
血
筋
が
自
身
の
皇
統
に

不
利
な
要
素
で
あ
る
こ
と
を
懸
念
し
て
い
た
と
い
う（
78
）。
対
立
す
る
天
武
系

統
に
対
し
て
立
場
を
確
立
す
る
た
め
に
は
、
周
辺
の
渡
来
系
氏
族
に
権
威
付
け

を
行
い
、
そ
の
正
当
性
を
主
張
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。

中
で
も
百
済
王
氏
は
、
桓
武
天
皇
の
母
で
あ
る
高
野
新
笠
と
の
関
係
か
ら
注

目
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。『
続
日
本
紀
』
に
記
さ
れ
た
新
笠
の
崩
伝
に
よ
る

と
、
彼
女
の
祖
先
は
百
済
の
武
寧
王
の
子
・
純
陀
太
子
で
あ
り
、
百
済
王
氏
の

始
祖
と
言
わ
れ
る
都
慕
王
の
末
裔
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る（
79
）。

ま
た
、
継
縄
を
始
め
と
す
る
官
人
に
冠
位
を
与
え
た
際
、
桓
武
天
皇
は
「
百

済
王
等
者
朕
之
外
戚
也
」
と
宣
言
し
た（
80
）
が
、
当
時
、
渡
来
系
氏
族
を
「
外

戚
」
で
あ
る
と
天
皇
自
ら
宣
言
す
る
こ
と
は
異
例
で
あ
っ
た
。
こ
の
宣
言
は
百

済
王
氏
の
地
位
を
保
証
す
る
と
同
時
に
、
母
の
出
自
が
百
済
の
王
族
の
血
筋
を

引
く
こ
と
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
の
皇
統
を
正
当
化
す
る
意
図
が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る（
81
）。

以
上
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
桓
武
天
皇
は
皇
統
の
変
化
や
自
身
の
血
縁
関
係

を
強
く
意
識
し
、
立
場
の
正
当
化
に
尽
力
し
た
。
百
済
王
氏
と
新
笠
と
の
関
係

は
桓
武
天
皇
に
重
視
さ
れ
、
実
際
に
血
縁
関
係
は
な
い
も
の
の
「
外
戚
」
と
し

て
優
遇
の
対
象
と
な
っ
た（
82
）。

百
済
王
氏
と
同
様
に
桓
武
天
皇
周
辺
の
渡
来
系
氏
族
で
あ
る
土
師
氏
、
紀
氏

と
関
わ
り
の
深
い
三
作
例
と
共
通
す
る
造
形
性
を
持
つ
本
像
が
現
在
地
に
伝
存
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す
る
こ
と
は
、
当
時
出
羽
守
で
あ
っ
た
百
済
王
氏
と
関
連
付
け
ら
れ
る
可
能
性

を
示
唆
す
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

瑜
伽
寺
が
所
在
し
た
最
上
郡
で
は
国
司
の
支
配
が
行
き
届
い
て
い
た
と
推
測

さ
れ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
が
、
瑜
伽
寺
が
百
済
王
氏
と
の
関
係
に
よ
り
造
営

さ
れ
た
可
能
性
も
想
定
し
得
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
造
形
的
特
色
か
ら
宝
菩
提
院
像
等
と
同
様
の
造

形
環
境
が
想
定
さ
れ
る
本
像
は
、
百
済
王
氏
と
の
関
係
で
造
像
さ
れ
て
当
地
に

も
た
ら
さ
れ
、
瑜
伽
寺
に
安
置
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
は
な
か
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
本
稿
で
は
山
形
・
宝
積
院
十
一
面
観
音
菩
薩
立
像
の
制
作
年
代
に
つ

い
て
再
検
討
し
、
造
像
背
景
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
た
。

こ
れ
ま
で
本
像
に
つ
い
て
は
、
頂
上
面
の
形
態
に
注
目
し
て
円
仁
請
来
の

図
像
と
の
関
係
か
ら
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
平
成
二
十
五
年

（
二
〇
一
三
）
に
行
わ
れ
た
Ｘ
線
調
査
の
結
果
に
よ
り
、
頂
上
面
の
形
態
の
み

か
ら
制
作
年
代
を
推
定
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
有
効
で
は
な
く
な
っ
た
た
め
、

別
の
観
点
か
ら
考
察
を
進
め
た
。

制
作
年
代
の
推
定
で
は
、
宝
菩
提
院
像
を
中
心
と
す
る
周
辺
作
例
と
の
比
較

検
討
を
行
っ
た
。
細
か
な
造
形
表
現
だ
け
で
な
く
、
造
形
の
巧
み
さ
や
技
術
力

が
共
通
す
る
こ
と
か
ら
、
本
像
の
制
作
年
代
も
こ
れ
ら
の
作
例
と
同
様
に
桓
武

朝
を
基
準
と
で
き
る
と
推
定
し
た
。

さ
ら
に
、
現
在
本
像
が
安
置
さ
れ
る
宝
積
院
へ
の
伝
来
に
つ
い
て
再
検
討
を

行
っ
た
。
本
像
は
宝
積
院
に
安
置
さ
れ
る
以
前
、
本
寺
で
あ
る
誓
願
寺
に
あ
っ

た
こ
と
が
知
ら
れ
、
誓
願
寺
は
さ
ら
に
そ
の
本
寺
で
あ
る
宝
幢
寺
か
ら
什
物
類

を
譲
り
受
け
た
と
い
う
記
録
が
あ
る
。
し
か
し
、
宝
幢
寺
か
ら
誓
願
寺
へ
移

さ
れ
た
什
物
の
中
に
本
像
が
含
ま
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
確
証
が
得
ら
れ

て
い
な
い
。
本
稿
で
は
そ
の
蓋
然
性
の
高
さ
を
示
す
と
と
も
に
、
明
治
三
年

（
一
八
七
〇
）
の
宝
幢
寺
か
ら
誓
願
寺
へ
の
什
物
の
移
動
と
、
翌
四
年
に
本
像

が
誓
願
寺
か
ら
宝
積
院
へ
移
さ
れ
た
こ
と
は
一
連
の
動
き
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と

を
示
し
た
。
宝
幢
寺
は
出
羽
国
定
額
寺
と
し
て
知
ら
れ
る
瑜
伽
寺
の
後
継
寺
院

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
本
像
は
も
と
瑜
伽
寺
に
伝
来
し
た
可
能
性
も
想
定
で

き
る
こ
と
を
述
べ
た
。

当
時
の
出
羽
国
で
は
、
国
府
の
所
在
地
以
外
に
も
政
治
や
文
化
の
中
心
と
な

り
得
る
環
境
が
整
っ
て
お
り
、
国
司
に
よ
る
支
配
の
行
き
届
い
た
地
域
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
当
時
の
出
羽
守
を
歴
任
し
た
百
済
王
氏
に
注
目

し
た
。
百
済
王
氏
は
東
北
に
基
盤
を
置
い
た
渡
来
系
氏
族
で
、
桓
武
天
皇
の
外

戚
と
し
て
優
遇
さ
れ
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
皇
統
の
変
化
や
桓
武
天
皇
の
血
縁

関
係
に
対
す
る
意
識
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

宝
菩
提
院
像
等
、
桓
武
天
皇
周
辺
の
渡
来
系
氏
族
と
関
係
の
深
い
作
例
と
共

通
す
る
造
形
を
示
す
本
像
が
山
形
の
地
に
伝
存
す
る
歴
史
的
背
景
と
し
て
、
桓

武
天
皇
の
外
戚
で
あ
り
、
出
羽
守
を
歴
任
し
た
百
済
王
氏
と
の
関
係
が
想
定
で

き
る
と
言
え
よ
う
。
従
っ
て
、
本
像
を
桓
武
天
皇
周
辺
の
一
作
例
と
し
て
位
置

づ
け
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

な
お
、
本
像
の
両
肩
以
下
が
後
補
で
あ
り
、
現
状
の
形
に
改
変
さ
れ
た
と
す

る
と
、
そ
れ
が
行
わ
れ
た
時
期
と
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
新
た
な
問
題
と
な
っ

て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
さ
ら
に
検
討
を
進
め
て
い
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き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

註（
１
）　

本
像
の
概
要
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
平
成
二
十
二
年
（
二
〇
一
〇
）
十
月
四
日
に

行
わ
れ
た
東
北
芸
工
大
文
化
財
セ
ン
タ
ー
主
催
の
調
査
資
料
に
基
づ
き
、
筆
者
が
加
筆

修
正
を
行
っ
た
。

	

　
【
法
量
】（
単
位
…
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）		

	

　
〈
本
体
〉

	
	

総
高
（
台
座
含
む
）	

六
二
・
九	

胸
厚
（
左
、
衣
上
）	

　

七
・
七

	
	

像
高	

五
一
・
七	
腹
厚	

　

九
・
〇

	
	

髪
際
高	

四
二
・
〇	
肘
張	

一
六
・
〇

	
	

頂-

顎	

　

四
・
八	
裾
張	

一
〇
・
七

	
	

面
長	

　

五
・
〇	

足
先
開
（
内
）	

　

三
・
三

	
	

面
幅	

　

四
・
七	

足
先
開
（
外
）	

　

七
・
四

	
	

耳
張	

　

六
・
七	

面
奥	
　

六
・
八

	

　
〈
頂
上
面
〉

	
	

像
高	

　

七
・
三	

肘
張	
　

五
・
三

	
	

面
長	

　

三
・
六	

体
厚
（
右
）	

　

二
・
五

	
	

面
幅	

　

二
・
一

	

　
〈
台
座
〉

	
	

蓮
肉
上
部
径	

一
三
・
四	

枘
穴	

　

二
・
八

	
	

蓮
肉
底
部
径	

一
一
・
二	

最
大
径	

二
九
・
七

	
	

蓮
肉
高	

　

五
・
〇	

最
大
高	

　

九
・
五

	

　

【
形
状
】

　

菩
薩
形
立
像
。
頭
部
に
頂
上
如
来
お
よ
び
化
仏
、
現
状
八
面
の
菩
薩
形
の
頭
部

を
つ
け
る
。
し
か
し
、
頂
上
如
来
の
両
脇
下
に
二
箇
所
の
隙
間
が
あ
り
、
当
初
は

こ
こ
に
も
菩
薩
面
が
収
ま
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
頂
上
面
は
上
半
身
を
現
し

て
衲
衣
を
ま
と
い
、
定
印
を
結
ぶ
。
頂
上
面
の
背
面
に
も
衲
衣
の
襟
元
の
よ
う
な

表
現
が
見
ら
れ
る
。
天
冠
台
を
上
下
二
段
に
表
す
。
天
冠
台
の
上
部
は
紐
・
連
珠
、

下
部
は
紐
・
連
珠
・
紐
と
し
、
湾
曲
し
な
が
ら
五
箇
所
に
下
向
き
の
入
り
込
み
を

設
け
る
。
冠
繒
を
つ
け
る
。
天
冠
台
よ
り
上
の
地
髪
は
平
彫
り
。
天
冠
台
よ
り
下

の
地
髪
は
毛
筋
彫
り
。
両
こ
め
か
み
お
よ
び
両
耳
上
部
に
、
渦
巻
状
の
鬢
髪
を
巻

き
つ
け
る
。
襟
足
先
端
を
反
ら
せ
る
。
彫
眼
。
三
道
を
表
す
。
耳
朶
貫
通
。

　

条
帛
は
左
肩
か
ら
垂
下
し
て
、
右
大
腿
部
を
覆
い
な
が
ら
背
面
に
回
し
懸
け
ら

れ
る
。
天
衣
を
つ
け
る
。
右
方
部
は
右
肩
か
ら
、
左
方
部
は
左
肘
か
ら
そ
れ
ぞ
れ

垂
下
し
、
膝
前
で
交
差
し
て
逆
の
肘
に
懸
け
ら
れ
て
垂
れ
る
。

　

左
手
、
屈
臂
し
て
胸
の
高
さ
で
第
一
・
三
・
四
指
を
相
捻
じ
、
第
二
・
五
指
を

伸
ば
し
て
持
物
を
執
る
（
持
物
は
後
補
）。
右
手
、
軽
く
屈
臂
し
て
下
げ
、
掌
を
正

面
に
向
け
、
五
指
を
伸
ば
す
。
両
手
首
に
腕
釧
を
つ
け
る
。

　

裙
を
つ
け
る
。
裙
は
両
脚
間
で
右
前
に
打
ち
合
わ
せ
て
上
部
を
一
度
折
り
返
し
、

石
帯
を
つ
け
て
上
端
を
僅
か
に
覗
か
せ
る
。
石
帯
は
紐
二
条
・
列
弁
と
し
、
正
面

に
花
文
を
表
す
。
顔
を
ほ
ぼ
正
面
に
向
け
、
腰
を
右
に
捻
っ
て
台
座
上
に
立
つ
。

	

　
【
品
質
・
構
造
】

　

頭
体
幹
部
は
頂
上
如
来
と
蓮
肉
上
面
も
含
み
カ
ヤ
の
一
材
よ
り
彫
出
す
る
。
素

地
。
両
肘
、
両
手
首
で
各
別
材
を
矧
ぐ
。
襟
足
先
は
左
右
二
材
矧
ぎ
。
左
大
腿
部

付
近
の
内
側
に
向
っ
て
垂
下
す
る
天
衣
の
遊
離
部
分
は
別
材
矧
ぎ
付
け
と
す
る
。

台
座
上
の
左
右
天
衣
垂
下
部
か
ら
踝
を
通
る
線
（
正
面
裙
裾
先
を
一
部
含
む
）
で

別
材
矧
ぎ
付
け
。

	

　
【
保
存
状
態
】

　

頭
上
の
化
仏
お
よ
び
各
菩
薩
面
、
頂
上
如
来
の
衣
縁
よ
り
外
側
の
両
肩
以
下
お

よ
び
両
手
先
材
、
襟
足
、
左
耳
後
ろ
か
ら
出
る
冠
繒
の
上
部
お
よ
び
肩
上
に
垂
下

す
る
部
分
、
右
耳
後
ろ
か
ら
出
る
冠
繒
上
部
、
左
天
衣
垂
下
部
（
大
腿
部
接
着
部

分
か
ら
腰
左
方
の
高
さ
）、
右
肩
の
天
衣
端
、
蓮
肉
上
部
正
面
は
後
補
。

　

鼻
先
、
天
冠
台
の
右
冠
繒
後
方
部
分
、
背
面
裙
裾
先
、
右
天
衣
垂
下
部
の
外
側

端
、
両
肘
以
下
お
よ
び
右
足
首
以
下
（
裙
先
を
一
部
含
む
）、
左
足
先
の
各
材
は
昭

和
時
代
の
新
補
。

　

蓮
肉
の
底
か
ら
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
高
は
明
治
時
代
の
新
補
か
（
錆
漆
を
接
着

剤
と
し
て
使
用
か
）。
蓮
肉
底
面
に
は
、
中
央
に
枘
穴
が
穿
た
れ
て
お
り
、
そ
の

周
囲
四
箇
所
に
も
径
〇
・
九
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
小
穴
（
枘
穴
か
）
が
穿
た
れ
て

い
る
。
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（
２
）　

金
子
啓
明
・
岩
佐
光
晴
・
能
城
修
一
・
藤
井
智
之
「
日
本
古
代
に
お
け
る
木
彫
像
の

樹
種
と
用
材
観
Ⅲ
―
八
・
九
世
紀
を
中
心
に
（
補
遺
）
―
」（『M

U
SEU

M

』
六
二
五　

東
京
国
立
博
物
館　

二
〇
一
〇
年
）

（
３
）	
昭
和
二
十
二
年
（
一
九
四
七
）、
川
崎
浩
良
氏
に
よ
り
自
費
出
版
さ
れ
た
『
出
羽
文
化

史
料
』
に
当
該
の
記
述
が
あ
っ
た
こ
と
が
以
下
の
文
献
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
武
田
好

吉
「
鮨
洗
の
観
音
さ
ま
―
十
一
面
観
音
が
世
に
出
る
ま
で
―
」『
重
要
文
化
財
指
定
十

周
年
記
念　

鮨
洗
観
世
音
』（
宝
積
院
十
一
面
観
音
奉
賛
会　

一
九
八
〇
年
）

（
４
）	

川
崎
浩
良
「
滝
の
平
瑜
伽
寺
の
十
一
面
観
音
」（『
川
崎
浩
良
全
集　

一
〈
増
訂
出
羽

文
化
史
料
〉』
川
崎
浩
良
全
集
刊
行
会　

一
九
六
三
年
）

（
５
）	

武
田
好
吉
「
宝
幢
寺
の
ナ
ゾ
〈
上
・
中
・
下
〉」（『
山
形
新
聞
』
一
九
六
六
年
三
月

三
・
四
・
十
日
）

（
６
）	

久
野
健
氏
は
、「
檀
像
彫
刻
の
展
開
」（『
佛
教
藝
術
』
四
三　

毎
日
新
聞
社　

一
九

六
〇
年
）、「
東
北
古
代
彫
刻
史
論　

下
」（『
美
術
研
究
』
二
一
一　

東
京
国
立
文
化
財

研
究
所　

同
年
）
で
は
、
川
崎
氏
の
見
解
に
従
い
、
本
像
は
天
正
十
一
年
（
一
五
八
三
）

に
瑜
伽
寺
か
ら
宝
幢
寺
へ
移
っ
た
も
の
と
し
て
い
る
が
、『
東
北
古
代
彫
刻
史
の
研
究
』

（
中
央
公
論
美
術
出
版　

一
九
七
一
年
）
で
は
、
武
田
氏
の
見
解
に
よ
り
、
移
入
の
時
期

を
延
文
元
年
（
一
三
五
六
）
に
訂
正
し
て
い
る
。

（
７
）	

倉
田
文
作
「
十
一
面
観
音
立
像
（
山
形　

宝
積
院
）」（『
佛
教
藝
術
』
七
七　

毎
日
新

聞
社　

一
九
七
〇
年
）

（
８
）	

「
十
一
面
観
音
立
像
」（
特
別
展
図
録
『
平
安
時
代
の
彫
刻
』
解
説　

東
京
国
立
博
物

館　

一
九
七
一
年
）、「
木
造
十
一
面
観
音
像
」（
特
別
展
図
録
『
観
音
菩
薩
』
解
説　

奈
良
国
立
博
物
館　

一
九
七
七
年
）、「
重
要
文
化
財
」
編
纂
委
員
会
『
解
説
版
新
指
定

重
要
文
化
財
３　

彫
刻
』（
毎
日
新
聞
社　

一
九
八
一
年
）
等

（
９
）	

長
岡
龍
作
「
山
形
宝
積
院
十
一
面
観
音
像
を
め
ぐ
っ
て
」（『
美
術
史
』
一
二
一　

美

術
史
学
会　

一
九
八
七
年
）

（
10
）	

紺
野
敏
文
『
日
本
の
仏
像
大
百
科
２　

菩
薩
』（
ぎ
ょ
う
せ
い　

一
九
九
〇
年
）、
政

次
浩
「
十
一
面
観
音
菩
薩
立
像
」（
特
別
展
図
録
『
慈
覚
大
師
円
仁
と
そ
の
名
宝
』
解

説　

東
北
歴
史
博
物
館　

二
〇
〇
七
年
）
等

（
11
）	

岩
佐
光
晴
『
平
安
時
代
前
期
の
彫
刻　

一
木
彫
の
展
開
』（『
日
本
の
美
術
』
四
五
七

　

至
文
堂　

二
〇
〇
四
年
）、
金
子
啓
明
「
十
一
面
観
音
菩
薩
立
像
」（
特
別
展
図
録

『
仏
像　

一
木
に
こ
め
ら
れ
た
祈
り
』
解
説　

東
京
国
立
博
物
館　

二
〇
〇
六
年
）

（
12
）	

長
岡
龍
作
「
悔
過
と
仏
像
」（『
鹿
園
雑
集
』
八　

奈
良
国
立
博
物
館　

二
〇
〇
六
年
）

（
13
）	

昭
和
四
十
六
年
（
一
九
七
一
）、
美
術
院
国
宝
修
理
所
に
よ
り
修
理
さ
れ
た
。
修
理
前

の
姿
は
註
７
等
に
掲
載
。

（
14
）	

註
７
、
８
、
９
、
11

（
15
）	

註
13

（
16
）	

岡
直
巳
「
寶
菩
提
院
菩
薩
半
跏
像
考
」（『
美
術
史
』
三
二　

美
術
史
学
会　

一
九
五

九
年
）、
倉
田
文
作
『
仏
像
の
み
か
た
―
技
法
と
表
現
―
』（
第
一
法
規
出
版　

一
九
六

五
年
）、
中
野
玄
三
「
京
都
の
仏
像
と
そ
の
背
景
」（
塚
本
善
隆
・
中
野
玄
三
『
京
都
の

仏
像
』
淡
交
社　

一
九
六
八
年
）

（
17
）	

註
16
中
野
論
文

（
18
）	

井
上
正
「
京
都
・
宝
菩
提
院
菩
薩
半
跏
像
〈
古
密
教
彫
像
巡
歴
10
〉」（『
日
本
美
術

工
芸
』
五
八
九　

日
本
美
術
工
芸
社　

一
九
八
七
年
）

（
19
）	

松
田
誠
一
郎
「
全
国
大
会
発
表
要
旨　

山
背
遷
都
と
霊
験
薬
師
仏
―
京
都
・
宝
菩
提

院
菩
薩
踏
下
像
の
彫
塑
的
な
位
置
づ
け
に
関
連
し
て
―
」（『
美
術
史
』
一
四
三　

美
術

史
学
会　

一
九
九
七
年
）

（
20
）	

岩
佐
光
晴
「
菩
薩
半
跏
像
（
伝
如
意
輪
観
音
）」（
註
11
前
掲
特
別
展
図
録
解
説
）

（
21
）	

紺
野
敏
文
「
虚
空
蔵
菩
薩
像
の
成
立
〈
中
〉
―
求
聞
持
形
の
展
開
―
」（『
佛
教
藝
術
』

二
二
九　

毎
日
新
聞
社　

一
九
九
六
年
）

（
22
）	

藤
岡
穣
「
様
式
か
ら
み
た
新
薬
師
寺
薬
師
如
来
像
」（
林
温
編
『
仏
教
美
術
論
集
Ⅰ

　

様
式
論
―
ス
タ
イ
ル
と
モ
ー
ド
の
分
析
』
竹
林
舎　

二
〇
一
二
年
）

（
23
）	

井
上
正
「
薬
師
如
来
像
」（『
日
本
彫
刻
史
基
礎
資
料
集
成　

平
安
時
代　

重
要
作
品

篇　

二
』
中
央
公
論
美
術
出
版　

一
九
七
六
年
）、
皿
井
舞
「
神
護
寺
薬
師
如
来
像
の

史
的
考
察
」（『
美
術
研
究
』
四
〇
三　

東
京
文
化
財
研
究
所　

二
〇
一
一
年
）

（
24
）	

松
田
誠
一
郎
「
大
阪
・
道
明
寺
十
一
面
観
音
像
（
伝
試
み
の
観
音
）
に
つ
い
て
〈
上
・

下
〉」（『M

U
SEU

M

』
四
四
八
・
四
四
九　

東
京
国
立
博
物
館　

一
九
八
八
年
）

（
25
）	

直
木
孝
次
郎
「
土
師
氏
の
研
究
―
古
代
的
氏
族
と
律
令
制
と
の
関
連
を
め
ぐ
っ
て
―
」

（『
人
文
研
究
』
一
一　

大
阪
市
立
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科　

一
九
六
〇
年
）

（
26
）	

岩
佐
光
晴
「
十
一
面
観
音
菩
薩
立
像
」（
註
11
前
掲
特
別
展
図
録
解
説
）

（
27
）	
堀
裕
「
奈
良
平
安
期
に
お
け
る
紀
寺
・
璉
城
寺
の
基
礎
的
考
察
」（『
大
阪
樟
蔭
女
子

大
学
論
集
』
四
五　

大
阪
樟
蔭
女
子
大
学　

二
〇
〇
八
年
）

（
28
）	

「
宝
積
院
什
物
覚
帳
」（
註
３
『
重
要
文
化
財
指
定
十
周
年
記
念　

鮨
洗
観
世
音
』）

	

　
　

一
、
十
一
面
観
音　

壱
躰

	

　
　

明
治
四
年
未
賛
月
十
八
日
本
山
、
山
形
誓
願
寺
ヨ
リ
勧
請
仕
候　

盛
音
代
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（
29
）	

「
法
流
山
宝
積
院
」（『
山
形
市
史
（
年
表
・
索
引
編
）』
山
形
市　

一
九
八
二
年
）

（
30
）	

大
野
瑞
男
「
宝
幢
寺
の
門
末
支
配
」（『
山
形
市
史　

中
巻
（
近
世
編
）』
山
形
市　

一

九
七
一
年
）

（
31
）	
『
山
形
故
実
録
』「
山
形
寺
社
縁
起
」（『
山
形
經
濟
志
資
料
』
第
四
集　

山
形
商
業
会

議
所　

一
九
二
五
年
）

　

寶
幢
寺
知
行
所
（
中
略
）
一
、
鮨
洗
村
百
姓
家
居　

貳
軒

（
32
）	

註
30

（
33
）	

『
大
日
本
寺
院
総
覧　

下
巻
』（
名
著
刊
行
会　

一
九
六
六
年
）

（
34
）	

註
３
武
田
論
文

（
35
）	

「
宝
幢
寺
文
書　

一
八
〈
条
約
証
書
〉」（『
山
形
市
史
編
集
資
料　

第
二
八
号　

山
形

神
仏
分
離
関
係
史
料
』
山
形
市　

一
九
七
二
年
）

（
前
略
）
本
尊
仏
像
等
門
末
中
に
引
渡
候
ニ
付
、
決
議
条
約
如
左

一
、
本
寺
宝
幢
寺
復
飾
候
ニ
付
テ
ハ
、
本
寺
之
本
尊
ヲ
門
末
之
内
ヘ
引
渡
、
本
尊

之
所
在
之
寺
院
ヲ
以
テ
本
寺
ト
心
得
可
申
事

（
中
略
）
右
之
条
々
一
同
遵
守
、
永
ク
不
可
有
相
違
、
依
之
此
書
面
三
通
認
メ
、
壱

通
ハ
本
寺
宝
幢
寺
に
、
壱
通
ハ
当
時
本
尊
預
リ
寺
誓
願
寺
ヘ
、
壱
通
ハ
門
末
内
相

渡
置
キ
、
後
証
ニ
備
事
如
件

（
36
）	

本
稿
に
用
い
た
誓
願
寺
旧
蔵
阿
弥
陀
如
来
坐
像
の
画
像
（
図
16
、
17
）
は
所
有
者
の

方
か
ら
ご
提
供
頂
い
た
。
こ
の
像
の
膝
裏
の
三
角
板
に
は
貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）
の

修
理
時
に
記
さ
れ
た
墨
書
銘
が
残
さ
れ
て
い
る
。
画
像
で
は
不
鮮
明
な
部
分
も
多
い
も

の
の
、「
宝
幢
寺
道
場
霊
檀
之
本
尊
也
」
の
記
載
は
明
確
に
確
認
で
き
、
宝
幢
寺
に
伝

来
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
37
）	

武
田
好
吉
「
宝
積
院
の
十
一
面
観
音
像
」（『
山
形
市
史　

別
巻
二（
生
活
・
文
化
編
）』

山
形
市　

一
九
七
六
年
）

（
38
）	

註
５
、
武
田
好
吉
「
瑜
伽
寺
と
宝
積
院
の
十
一
面
観
音
像
」（『
山
形
市
史　

上
巻（
原

始
・
古
代
・
中
世
編
）』
山
形
市　

一
九
七
三
年
）、「
平
安
前
期
の
仏
像
と
肖
像
彫
刻
」

（『
山
形
県
史　

第
一
巻
（
原
始
・
古
代
・
中
世
編
）』
山
形
県　

一
九
八
二
年
）

（
39
）	

「
宝
幢
寺
文
書
」
は
約
七
千
点
に
及
ぶ
膨
大
な
近
世
寺
院
資
料
で
あ
り
、
昭
和
三
十

四
年
（
一
九
五
九
）、
同
四
十
三
年
（
一
九
六
八
）
の
二
回
に
わ
た
っ
て
宝
幢
寺
の
親
族

よ
り
文
部
省
史
料
館
に
移
譲
さ
れ
た
。
大
野
瑞
男
「
出
羽
国
山
形
宝
幢
寺
文
書　

解
説
」

（『
山
形
市
史
編
集
資
料　

第
一
五
号　

出
羽
国
山
形
宝
幢
寺
文
書
』
山
形
市　

一
九
六

九
年
）

（
40
）	

「
羽
州
最
上
寶
幢
寺
縁
起
」（
註
39
前
掲
書
）

（
41
）	

「
出
羽
国
山
形
宝
幢
寺
文
書　

一
〈
羽
州
最
上
宝
幢
寺
縁
起
〉」（
註
39
前
掲
書
）

（
42
）	

こ
の
史
料
は
文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
の
「
本
尊
幷
宝
幢
寺
因
由
記
」（「
出
羽
国
山

形
宝
幢
寺
文
書　

四
〈
佐
伯
家
譜
・
出
羽
国
宝
幢
寺
興
廃
録
〉」
註
39
前
掲
書
）
に
基
づ

き
記
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
註
39
大
野
論
文

（
43
）	

『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
八
年
九
月
八
日
条

（
44
）	

山
形
市
沼
木
・
宝
林
山
薬
師
堂
旧
蔵　

宝
永
二
年
（
一
七
〇
五
）
文
書
に
記
載
が
あ

っ
た
と
さ
れ
る
。
註
38
『
山
形
市
史　

上
巻
』

（
45
）	

川
崎
浩
良
「
天
台
宗
と
真
言
宗
」（『
川
崎
浩
良
全
集　

二
〈
山
形
の
歴
史　

上
〉』

川
崎
浩
良
全
集
刊
行
会　

一
九
六
四
年
）

（
46
）	

註
５

（
47
）	

山
口
博
之
「
宝
幢
寺
開
創
」（『
よ
み
が
え
る
古
の
大
寺
院
「
寶
幢
寺
」
至
宝
展
』
山

形
県
立
博
物
館
友
の
会　

二
〇
一
六
年
）

（
48
）	

『
醍
醐
雑
事
記
』
巻
第
十
五
（
中
島
俊
司
編
『
醍
醐
雑
事
記
』
総
本
山
醍
醐
寺　

一
九

三
一
年
）

　

末
寺
出
羽
国
瑜
伽
寺
文
一
巻
六
枚

　

長
和
五
年
八
月
十
六
日
年
貢
柒
一
斗　

已
上
雑
事

（
49
）	

註
５

（
50
）	

醍
醐
寺
文
書　

三
一
二
一
」（『
大
日
本
古
文
書　

家
わ
け
第
十
九　

醍
醐
寺
文
書
之

十
四
』
東
京
大
学
資
料
編
纂
所　

二
〇
〇
七
年
）。
本
史
料
は
、
光
台
院
の
中
興
か
ら

百
年
が
経
ち
、
末
寺
と
の
関
係
が
途
絶
し
て
い
た
た
め
、
末
寺
を
廻
っ
て
本
末
関
係
を

認
め
る
印
形
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
。

（
51
）	

註
47

（
52
）	

註
35
と
同
書

　

一
、
本
尊
預
リ
寺
、
自
然
将
来
廃
寺
等
ニ
相
成
候
節
ハ
、
門
末
一
同
速
ニ
遂
協
議
、

門
末
之
内
可
然
寺
院
ヲ
撰
ミ
、
更
ニ
本
尊
可
預
事

（
53
）	

「
出
羽
国
山
形
宝
幢
寺
文
書　

三　
〈
寺
柄
由
来
書
上
〉」（
註
39
前
掲
書
）

（
54
）	
註
５

（
55
）	
「
寺
柄
由
来
書
上
」（
前
掲
註
53
）
は
、
山
形
城
主
水
野
家
の
宗
旨
方
役
所
に
提
出
し

た
宝
幢
寺
の
一
切
の
什
物
や
由
来
を
書
き
上
げ
た
も
の
と
さ
れ
る
が
（
註
39
大
野
論
文
）、

実
際
に
は
本
文
中
に
「
右
之
外
、
小
仏
・
名
筆
・
宝
物
与
申
伝
ノ
類
数
々
御
座
候
得
共
、

前
々
書
出
候
通
斗
認
差
出
候
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
部
を
省
略
し
た
可
能
性
も
あ
る
。
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（
56
）	

伊
藤
武
士
『
日
本
の
遺
跡　

一
二　

秋
田
城
跡
』（
同
成
社　

二
〇
〇
六
年
）

（
57
）	

『
日
本
三
代
実
録
』
仁
和
三
年
五
月
二
十
日
条
に
「
国
府
在
出
羽
国
井
口
地
」
と
あ

り
（
黒
板
勝
美
編
『
国
史
大
系　

日
本
三
代
実
録　

前
篇
』
吉
川
弘
文
館　

一
九
五
五

年
）、
井
口
は
現
在
の
酒
田
市
・
城
輪
柵
と
す
る
見
解
が
有
力
で
あ
る
。
誉
田
慶
信
「
出

羽
国
の
は
じ
ま
り
」（
横
山
昭
男
・
誉
田
慶
信
・
伊
藤
清
郎
・
渡
辺
信
『
山
形
県
の
歴

史
』
山
川
出
版
社　

一
九
九
八
年
）

（
58
）	

国
府
の
内
陸
部
へ
の
移
転
の
根
拠
と
し
て
、
山
形
市
・
印
鑰
神
明
宮
の
存
在
が
挙
げ

ら
れ
る
。
印
鑰
は
国
司
の
持
ち
物
と
し
て
象
徴
的
な
も
の
で
、
国
司
の
権
限
を
祀
る
宮

と
し
て
、
国
府
近
辺
に
は
印
鑰
の
名
を
持
つ
神
社
が
多
い
。
牛
山
佳
幸
『【
小
さ
き
社
】

の
列
島
史
』（
平
凡
社　

二
〇
〇
〇
年
）

（
59
）	

三
上
喜
孝
「
古
代
出
羽
国
の
形
成
と
諸
段
階
―
交
流
・
交
通
の
視
点
か
ら
―
」（『
山

形
大
学
大
学
院
社
会
文
化
シ
ス
テ
ム
研
究
所
紀
要
』
創
刊
号　

山
形
大
学
人
文
学
部　

二
〇
〇
五
年
）

（
60
）	

神
奈
川
・
千
手
院
金
銅
阿
弥
陀
如
来
立
像
に
「
最
上
郡
府
中
」
と
い
う
言
葉
を
含
む

文
永
三
年
（
一
二
六
六
）
の
銘
文
が
あ
り
、
府
中
と
は
主
に
国
府
の
所
在
地
を
指
す
こ

と
か
ら
、
平
安
時
代
末
期
に
は
最
上
郡
に
国
府
が
あ
っ
た
可
能
性
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

柏
倉
亮
吉
・
川
崎
利
夫
「
出
羽
」（
角
田
文
衞
編
『
新
修
国
分
寺
の
研
究　

第
三
巻　

東
山
道
と
北
陸
道
』
吉
川
弘
文
館　

一
九
九
一
年
）

（
61
）	

『
日
本
三
代
実
録
』
仁
和
三
年
五
月
二
十
日
条

（
62
）	

註
59

（
63
）	

『
袖
中
抄
』
第
十
二
（
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
編
『
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
』
第
三
六
巻　

朝
日
新
聞
社　

二
〇
〇
三
年
）

（
64
）	

須
賀
井
明
子
・
山
口
博
之
「
古
代
出
羽
国
郡
郷
名
『
最
上
』
を
記
す
墨
書
土
器
」

（『
山
形
考
古
』
七
一
四　

山
形
考
古
学
会　

二
〇
〇
四
年
）

（
65
）	

『
山
形
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
調
査
報
告
書　

第
七
集　

今
塚
遺
跡
発
掘
調
査
報

告
書
』（
財
団
法
人
山
形
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー　

一
九
九
四
年
）

（
66
）	

村
上
彰
「
出
土
木
簡
よ
り
見
た
古
代
出
羽
国
の
豪
族
」（『
山
形
大
学
史
学
論
集
』
一

七　

山
形
大
学　

一
九
九
七
年
）

（
67
）	

十
川
陽
一
「
律
令
国
家
と
出
羽
国
―
地
域
的
特
質
に
つ
い
て
の
基
礎
的
考
察
―
」

（『
山
形
大
学
歴
史
・
地
理
・
人
類
学
論
集
』
一
八　

山
形
大
学
歴
史
・
地
理
・
人
類
学

研
究
会　

二
〇
一
七
年
）

（
68
）	

黒
板
勝
美
編
『
国
史
大
系　

続
日
本
紀　

後
篇
』『
国
史
大
系　

日
本
後
紀
』（
吉
川

弘
文
館　

一
九
六
一
年
）

	

　
『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
七
年
正
月
九
日
条

	

　
　

従
五
位
下
百
済
王
三
忠
爲
出
羽
守
。

	

　
『
同
』
天
平
神
護
二
年
五
月
十
日
条

	

　
　

従
五
位
下
百
済
王
文
鏡
爲
出
羽
守
。

	

　
『
同
』
宝
亀
五
年
三
月
五
日
条

	

　
　

従
五
位
下
百
済
王
武
鏡
爲
出
羽
守
。

	

　
『
同
』
延
暦
四
年
九
月
二
九
日
条

	

　
　

従
五
位
下
百
済
王
英
孫
爲
出
羽
守
。

	

　
『
日
本
後
紀
』
延
暦
十
六
年
正
月
十
三
日
条

	

　
　

従
五
位
下
百
済
王
聰
哲
爲
出
羽
守
。

	

　
『
同
』
弘
仁
三
年
十
一
月
二
十
日

	

　
　

従
五
位
下
百
済
王
教
俊
授
従
五
位
上
爲
出
羽
守
。

（
69
）	

百
済
王
氏
に
つ
い
て
は
、
主
に
以
下
の
文
献
を
参
照
し
た
。

	

　

大
坪
秀
敏
『
百
済
王
氏
と
古
代
日
本
』（
雄
山
閣
出
版　

二
〇
〇
八
年
）、
崔
恩
永

「
百
済
王
氏
の
成
立
と
動
向
に
関
す
る
研
究
」（
博
士
学
位
請
求
論
文　

滋
賀
県
立
大
学

大
学
院　

二
〇
一
七
年
）、
宝
賀
寿
男
『
百
済
氏
・
高
麗
氏
―
韓
地
か
ら
渡
来
の
名
族	

〈
古
代
氏
族
の
研
究
15
〉』（
六
一
書
房　

二
〇
一
九
年
）

（
70
）	

井
上
満
郎
「
桓
武
天
皇
と
渡
来
系
氏
族
」（
中
山
修
一
先
生
古
稀
記
念
事
業
会
編
『
長

岡
京
古
文
化
論
叢　

二
』
同
朋
舎
出
版　

一
九
九
二
年
）、
田
中
史
生
『
日
本
古
代
国

家
の
民
族
支
配
と
渡
来
人
』（
校
倉
書
房　

一
九
九
七
年
）

（
71
）	

『
日
本
後
紀
』
大
同
三
年
六
月
三
日
条

（
72
）	

佐
伯
有
清
『
日
本
古
代
の
政
治
と
社
会
』（
吉
川
弘
文
館　

一
九
七
〇
年
）

（
73
）	

『
日
本
後
紀
』
延
暦
十
五
年
七
月
十
六
日
条

（
74
）	

百
済
王
氏
の
本
拠
地
は
渡
来
し
た
当
初
、
難
波
に
あ
っ
た
こ
と
が
『
日
本
書
紀
』
天

智
三
年
三
月
条
か
ら
分
か
る
が
、
そ
の
後
、
河
内
国
交
野
郡
（
現
在
の
枚
方
市
）
へ
移

住
し
た
。
現
在
枚
方
市
に
は
百
済
王
氏
の
氏
寺
の
遺
構
（
百
済
寺
跡
）
と
百
済
王
氏
の

祖
霊
を
祀
る
百
済
王
神
社
が
あ
る
。
氏
寺
の
存
在
は
百
済
王
氏
が
交
野
に
移
住
し
た
こ

と
の
根
拠
と
さ
れ
る
。
註
69
崔
論
文

（
75
）	

『
続
日
本
紀
』
延
暦
六
年
十
月
十
七
日
条

（
76
）	

林
陸
郎
『
長
岡
京
の
謎
』（
新
人
物
往
来
社　

一
九
七
二
年
）、『
桓
武
朝
論
』（
雄
山

閣
出
版　

一
九
九
四
年
）
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（
77
）	

上
田
正
昭
『
論
究
・
古
代
史
と
東
ア
ジ
ア
』（
岩
波
書
店　

一
九
九
八
年
）、
註
70
田

中
論
文

（
78
）	

註
76

（
79
）	
『
続
日
本
紀
』
延
暦
九
年
正
月
十
五
日
条
。
な
お
、
本
条
は
、
延
暦
八
年
十
二
月
二

十
九
日
条
に
続
け
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。

（
80
）	

『
続
日
本
紀
』
延
暦
九
年
二
月
二
十
七
日
条

（
81
）	

註
70
井
上
論
文

（
82
）	

註
70
井
上
論
文

図
版
出
典

◦
図
１
～
４
、
７
、
10
、
13　

東
京
藝
術
大
学
大
学
院
美
術
研
究
科　

岡
田
靖
先
生
よ
り
提

供

◦
図
５　

	

東
北
芸
術
工
科
大
学
文
化
財
保
存
修
復
研
究
セ
ン
タ
ー
よ
り

提
供

・
図
６　

	

久
野
健
『
東
北
古
代
彫
刻
史
の
研
究
』（
中
央
公
論
美
術
出

版　

一
九
七
一
年
）
よ
り
複
写

・
図
８
、
11
、
14	

宝
菩
提
院
願
徳
寺
所
蔵
、
画
像
提
供
：
東
京
国
立
博
物
館　

Im
age: T

N
M

 Im
age Archives

・
図
９
、
12
、
15	

璉
珹
寺
所
蔵
、
画
像
提
供
：
東
京
国
立
博
物
館　

Im
age: 

T
N

M
 Im

age Archives

・
図
16
、
17	

所
蔵
者
よ
り
提
供

謝
辞

　

本
稿
は
、
第
七
十
二
回
美
術
史
学
会
全
国
大
会
（
二
〇
一
九
年
五
月
、
於
京
都
工
芸
繊
維

大
学
）
に
お
い
て
口
頭
発
表
し
た
内
容
に
加
筆
修
正
を
加
え
た
も
の
で
す
。

　

本
稿
を
執
筆
す
る
に
あ
た
り
、
成
城
大
学
教
授
岩
佐
光
晴
先
生
、
東
北
芸
術
工
科
大
学
教

授
長
坂
一
郎
先
生
よ
り
、
懇
切
丁
寧
に
ご
指
導
頂
き
ま
し
た
。
ま
た
、
東
京
藝
術
大
学
大
学

院
准
教
授
岡
田
靖
先
生
を
は
じ
め
、
多
く
の
方
か
ら
貴
重
な
ご
指
導
ご
助
言
を
賜
り
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
各
作
品
の
所
蔵
者
の
皆
様
か
ら
は
、
画
像
掲
載
を
ご
許
可
頂
き
ま
し
た
。
こ
の
場

を
お
借
り
し
て
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
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図
１　

十
一
面
観
音
菩
薩
立
像
（
正
面
）　

山
形
・
宝
積
院

図
２　

十
一
面
観
音
菩
薩
立
像
（
背
面
）　

宝
積
院

図
３　

十
一
面
観
音
菩
薩
立
像
（
左
側
面
）　

宝
積
院

図
４　

十
一
面
観
音
菩
薩
立
像
（
右
側
面
）　

宝
積
院
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図５　十一面観音菩薩立像　Ｘ線写真（頂上面）　宝積院

図6　十一面観音菩薩立像　頂上面（両手先）　宝積院
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図7　十一面観音菩薩立像　頂上面（背面）　宝積院
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図8　菩薩半跏像　京都・宝菩提院願徳寺
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図9　聖観音菩薩立像　奈良・璉珹寺
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図10　十一面観音菩薩立像（面部）　宝積院

図12　聖観音菩薩立像（面部）　璉珹寺

図11　菩薩半跏像（面部）　宝菩提院願徳寺
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図13　十一面観音菩薩立像（天衣右肩垂下部）　宝積院

図1５　聖観音菩薩立像（天衣右肩垂下部）　璉珹寺

図14　菩薩半跏像（天衣右肩垂下部）　宝菩提院願徳寺
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図16　阿弥陀如来坐像　山形・誓願寺旧蔵（現在個人蔵）

図17　阿弥陀如来坐像銘文（膝裏三角板）　誓願寺旧蔵（個人蔵）
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Reconsideration of the Standing Statue of Eleven-Headed Kannon Bodhisattva in

Hoshaku-In in Yamagata

MURAKAMI	Yukina

The standing statue of the Eleven-Headed Kannon Bodhisattva (hereinafter referred to as “main 
statue”) enshrined in Hoshaku-In, a Shingon sect temple located in Sushiarai, Yamagata city, is approximately 
52 centimeters in height and made from a single tree trunk of Torreya nucifera, which is considered a substitute 
for sandalwood. Although the statue is small, it is exquisitely carved and appreciated as an excellent statue 
without flaw. The topmost Buddha head is larger than the other ten heads atop the main statue and unusual 
because the Buddha’s shoulders are also formed, which has attracted the attention of many researchers.

Ryusaku Nagaoka has developed the most detailed argument on the issues surrounding the topmost 
Buddha head atop the main statue. Nagaoka pointed out the commonality between the topmost Buddha 
head and the Zento-In statue of Hieizan Enryakuji Temple. As Zento-In housed Buddhist scriptures that 
Ennin brought back from China, Nagaoka concluded that the main statue was produced in the late 9th 
century after Ennin returned to Japan from China based on the premise that Ennin also brought back the 
Zento-In statue from China.

However, some express doubt about his conclusion because the recorded form of the Zento-In statue 
is not necessarily the same as the form of the main statue, and the unique form of the iconography that Ennin 
brought back is not seen in the main statue.

In addition, Nagaoka himself describes the thinking that identifies Ennin as a person who brought 
back the iconography needs to be revisited. Furthermore, X-ray analysis surveys done by the Institute for 
Conservation of Cultural Property, Tohoku University of Art & Design, revealed the possibility that the part 
including both shoulders below the topmost Buddha head might have been subsequently added. That suggests 
room for reconsideration of its iconographic characteristics.

From the perspective described above, we reconsidered the age when the main statue was produced, 
focusing on the form of the statue. Example works similar to the main statue are the Bodhisattva sitting with 
his legs half-crossed in Hobodai-In Gantoku-Ji Temple in Kyoto; the standing statue of the Eleven-headed 
Kannon Bodhisattva in Domyo-Ji Temple in Osaka; and the standing statue of the Shokannon Bodhisattva in 
Renjo-Ji Temple in Nara. There is a high possibility that these example works were created from the end of the 
8th century to the beginning of the 9th century, and involvement of Emperor Kanmu and immigrant clans 
close to Emperor Kanmu in the background of the production is suggested. It might be possible to assume a 
similar production background of the main statue with a similar form to the example works.

There is no record of the location of the main statue before it was brought to the current location, 
Hoshaku-In, from its head temple, Seigan-Ji Temple, in 1871. There is a record that Hodo-Ji Temple, the 
head temple of Seigan-Ji Temple, transferred its treasures to Seigan-Ji Temple when Hodo-Ji Temple was 
changed to the Shinto priesthood. The predecessor of Hodo-Ji Temple is considered to be Yuka-Ji Temple, 
which was promoted to the Jogaku-Ji Temple with the second highest temple status in the Jogan era. Given 
that record, we can assume the possibility that the main statue was originally enshrined in Yuka-Ji Temple. It 
is thought that the power of the provincial governor was widespread in Dewa Province at that time, and it is 
possible that the Yuka-Ji Temple, which became the Jogaku-Ji Temple, was constructed under the authority of 
the provincial governor.

About half of the Dewa governors appointed in the Konin and Kanmu eras were members of the 
Kudaranokonikishi clan, which was an immigrant clan. In the Kanmu era, the Kudaranokonikishi clan 
received preferential treatment as maternal relatives of Emperor Kanmu. The preferential treatment is thought 
due to the blood relationship with Emperor Kanmu and the awareness of changes in the imperial line.

The main statue shows the common form with the example works closely related to the immigrant 
clan surrounding Emperor Kanmu and was introduced into Yamagata. It can be assumed that the main statue 
was created for the Kudaranokonikishi clan, the maternal relatives of Emperor Kanmu, whose members 
served as the Dewa governor. The belief is that the main statue can be positioned as an example of work from 
around Emperor Kanmu’s time.


